
平
安時
代
に
お
け
る
緑
柚
陶
器
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消
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は
じ
め
に

0研
究史
の
整
理
と
問
題
点
の
所
在

②考
古
資
料
に
み
る
緑
粕
陶
器
の
生
産
・
流
通
・
消
費
と
官

③文
献
資
料
に
み
る
緑
粕
陶
器
の
生
産
・
流
通
・
消
費
と
官

④
九
世
紀
の
尾
張
に
お
け
る
緑
軸
陶
器
生
産
体
制

ま
と
め

［論
文
要旨

］

　平
安
時
代
の
国
産
緑
紬
陶
器
を
め
ぐ
る
過
去
の
研
究
で
は
、
考
古
資
料
に
対
す
る
歴
史
的
評
価
や
、
　
　
　
　
一
方
、
緑
粕
陶
器
生
産
工
人
の
官
人
登
用
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
『
日
本
後
紀
』
の
弘
仁
六

文
献
資
料
の
解
釈
が
論
者
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
緑
紬
陶
器
　
　
　
　
年
条
や
、
緑
紬
陶
器
の
貢
納
規
定
で
あ
る
『
延
喜
式
』
の
年
料
雑
器
条
な
ど
の
文
献
資
料
も
、
そ
れ

が多
く
出
土
す
る
遺
跡
は
、
官
衙
か
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
〈
公
的
施
設
〉
で
あ
る
、
と
な
ぜ
か
漠
　
　
　
自
体
が
、
〈
官
〉
に
よ
る
緑
粕
陶
器
生
産
の
直
接
経
営
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

然と
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
た
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
考
古
資
料
を
眺
め
て
み
る
と
、
尾
張
地
域
の
窯

　し
か
し
、
実
際
の
出
土
事
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
地
方
で
は
、
国
衙
な
ど
官
衙
近
辺
で
の
緑
紬
　
　
　
　
跡
か
ら
、
「
淳
和
院
」
と
記
さ
れ
た
緑
粕
陶
器
生
産
に
関
わ
る
窯
道
具
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
注

陶
器
の
出
土
は
少
な
く
な
い
が
、
必
ず
し
も
政
庁
な
ど
官
衙
中
枢
部
か
ら
の
出
土
が
多
い
わ
け
で
は
　
　
　
目
さ
れ
る
。
こ
の
窯
道
具
の
存
在
は
、
緑
紬
陶
器
の
中
に
、
生
産
段
階
か
ら
私
的
経
済
活
動
体
で
あ

な
い
こ
と
が
判
る
。
ま
た
、
平
安
京
と
そ
の
近
郊
で
、
九
世
紀
代
の
緑
紬
陶
器
が
多
く
出
土
す
る
の
　
　
　
　
る
〈
院
〉
へ
の
供
給
を
前
提
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
官
営
工
房
以
外
で

は
、
冷
然
院
・
嵯
峨
院
・
淳
和
院
な
ど
天
皇
家
関
係
者
の
邸
宅
跡
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
厳
密
な
意
味
　
　
　
　
の
緑
紬
陶
器
生
産
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
と
と
も
に
、
淳
和
院
な
ど
の
〈
院
〉
自
体
が
、
そ
の
経
営

で
の

〈官
〉
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
が
私
的
邸
宅
と
評
価
す
べ
き
性
格
の
も
　
　
　
　
母
体
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

の

でも
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
た
緑
紬
陶
器
に
つ
い
て
も
私
的
奢
修
品

であ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

3
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は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
、
平
安
時
代
の
国
産
鉛
粕
陶
器
で
あ
る
緑
柚
陶
器
、
そ
の
中
で
も
特
に

尾
張
地
域
産
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
、
生
産
・
流
通
と
消
費
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
う
。
緑
粕
陶
器
を
対
象
と
す
る
理
由
は
、
こ
れ
が
平
安
京
を
は
じ
め
と
し

て
、
各
地
の
国
府
な
ど
古
代
に
お
け
る
〈
都
市
的
〉
な
遺
跡
か
ら
多
く
出
土
す
る
遺

物
で

あ
り
、
共
同
研
究
「
古
代
・
中
世
の
都
市
を
め
ぐ
る
流
通
と
消
費
」
に
適
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

検
討
材
料
だ

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
緑
紬
陶
器
の
中
で
も
、
こ
と
さ
ら
尾

張
地
域
産
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
筆
者
の
関
心
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
が
、

関
係
す
る
と
見
ら
れ
る
古
い
文
献
上
の
記
事
が
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
お
り
、
考
古
資

料
の
み
な
ら
ず
文
献
資
料
か
ら
の
検
討
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
や
は
り
学
際

的
研
究
を
目
指
し
て
い
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
と
し
て
相
応
し
い
と

思
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
以
下
で

は
、
ま
ず
研
究
史
の
整
理
を
通
し
て
研
究
の
現
状
を
把
握
し
、
次
に
平
安

時
代
の
緑
粕
陶
器
の
生
産
・
流
通
・
消
費
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ

る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
が
「
古
代
・
中
世
の
都
市
を
め
ぐ

る
消
費
と
流
通
」
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
表
題
に
「
生
産
」
を
加

え
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

　
考
古
資
料
の
場
合
、
沈
没
船
な
ど
ご
く
少
数
の
例
外
的
事
例
を
除
い
て
、
流
通
過

程
そ

の

も
の
を
示
す
よ
う
な
痕
跡
は
極
め
て
残
り
に
く
い
。
こ
の
た
め
、
考
古
資
料

か

ら
流
通
を
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
供
給
源
と
し
て
の
生
産
遺
跡
と
使
用
・
廃

棄
の
場
で
あ
る
消
費
遺
跡
か
ら
の
出
土
遺
物
を
対
比
し
て
、
そ
こ
か
ら
推
測
を
せ
ざ

る
を
え
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
流
通
を
考
え
る
上
で
生
産
を
無
視
で
き
な
い
大
き

な
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
モ
ノ
は
生
産
段
階
で
ど
の
よ
う
な
流
通

経
路

に
乗
せ
ら
れ
る
の
か
が
決
ま
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
も
注
意
し

て

お

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
具
体
的
な
流
通
経
路
自
体
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
そ
の
モ
ノ
の
生
産
が
貢
納
生
産
で
あ
る
の
か
商
品
生

産
な
の
か
、
商
品
生
産
で
あ
る
場
合
、
購
買
層
が
不
特
定
多
数
な
の
か
特
定
客
か
ら

の

注
文
生
産
な
の
か
と
い
っ
た
生
産
体
制
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
流

通
機
構

（
シ
ス
テ
ム
）
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
推
測
す
る
の
に
は
、
充

分
役
立

つ
手
掛
か
り
と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

0
研
究
史
の
整
理
と
問
題
点
の
所
在

　
日
本
の
考
古
学
研
究
の
中
で
は
、
歴
史
時
代
の
土
器
・
陶
磁
器
研
究
は
、
先
史
時

代
の
土
器
研
究
と
較
べ
る
と
、
圧
倒
的
に
立
ち
遅
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
で

緑
粕
陶
器
を
含
む
鉛
紬
陶
器
の
研
究
は
比
較
的
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、
研
究
が
進
め

ら
れ
て
き
た
分
野
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
に
は
早
く
も
、
影
山
春
樹
・
小
山
冨
士

夫
・
藤
岡
了
一
ら
に
よ
っ
て
出
土
地
名
の
一
覧
が
公
表
さ
れ
て
い
る
〔
影
山
一
九
五

一
∴
九
六
〇
、
小
山
一
九
五
五
、
藤
岡
一
九
五
七
〕
。
も
っ
と
も
、
こ
の
段
階
で
の

研
究
は
未
だ
事
例
集
成
的
側
面
が
非
常
に
強
く
、
消
費
と
流
通
に
関
し
て
は
、
「
総

じ
て
京
都
地
方
平
安
期
の
寺
院
で
は
緑
紬
陶
は
普
通
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ

い
」
あ
る
い
は
「
従
来
、
彩
粕
陶
の
遺
例
は
近
畿
以
外
は
極
め
て
希
少
で
あ
る
と
思

わ
れ
て
い
た
の
が
、
…
（
中
略
）
…
案
外
廣
い
地
域
に
及
ん
で
い
た
事
が
知
ら
れ
る

の
で

あ
っ
て
、
…
（
中
略
）
…
縛
じ
て
奈
良
後
期
か
ら
平
安
前
期
に
亘
り
、
各
地
の

佛
寺
・
貴
族
の
間
に
流
行
し
て
い
た
」
〔
藤
岡
一
九
五
七
〕
と
い
っ
た
印
象
が
述
べ

ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
続
く
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
緑
粕
陶
器
を
含
む
鉛
紬
陶
器

の

研
究
を
推
し
進
め
た
の
は
、
楢
崎
彰
一
と
田
中
琢
の
二
人
で
あ
る
。
一
九
六
六
年

以
降
に
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
楢
崎
の
諸
論
考
〔
楢
崎
一
九
六
六
・
一
九
六
七
．
一

九
六

九
・
一
九
七
一
・
一
九
七
三
・
一
九
七
四
・
一
九
七
六
a
・
一
九
七
六
b
・
一
九
七

七

a
〃
一
九
七
七
b
・
一
九
七
九
a
・
一
九
七
九
b
〕
で
言
及
さ
れ
て
い
る
論
点
は
非

常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
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尾野善裕［平安時代における緑粕陶器の生産・流通と消費］

　

1
　
奈
良
時
代
に
は
畿
内
の
官
営
工
房
で
保
持
さ
れ
て
き
た
鉛
紬
陶
器
生
産
技
術

　
が
、
律
令
体
制
の
弛
緩
に
伴
い
九
世
紀
頃
周
辺
地
域
へ
拡
散
し
た
（
生
産
体
制
）

　

2
　
奈
良
・
平
安
時
代
を
通
し
て
、
鉛
粕
陶
器
は
い
ず
れ
も
祭
儀
に
際
し
て
用
い

　

ら
れ
た
も
の
で
、
日
常
容
器
で
は
な
い
（
消
費
形
態
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

3
　
『
日
本
後
紀
』
の
い
わ
ゆ
る
〈
弘
仁
姿
器
〉
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
は
、

　
尾
張
に
お
け
る
緑
粕
陶
器
生
産
の
開
始
が
弘
仁
年
間
ま
で
遡
ら
な
い
こ
と
を
理
由

　
に
灰
粕
陶
器
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
尾
張
の
国
衙
工
房
に
お
け
る
高
度
な

　
灰
粕
陶
器
生
産
の
達
成
を
記
念
・
顕
彰
し
た
も
の
と
す
る
（
文
献
解
釈
）

　

4
　
延
喜
民
部
下
式
年
料
雑
器
条
に
、
尾
張
国
か
ら
の
貢
納
が
規
定
さ
れ
て
い
る

　
「
盗
器
」
に
つ
い
て
は
、
灰
粕
陶
器
の
み
と
す
る
か
、
緑
紬
陶
器
も
含
め
る
か
の

　
間
で
解
釈
が
揺
れ
動
い
て
い
る
（
文
献
解
釈
）

　
こ
う
し
た
楢
崎
の
所
説
は
、
主
に
尾
張
地
域
に
お
け
る
猿
投
山
西
南
麓
古
窯
跡
群

（猿
投
窯
）
・
尾
北
古
窯
跡
群
（
尾
北
窯
）
と
い
っ
た
生
産
遺
跡
（
窯
跡
）
の
発
掘
調

査
成
果
を
基
盤
に
議
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
田
中
琢
は
文
献
資
料
で
あ

る
『
造
佛
所
作
物
帳
』
の
分
析
と
都
城
で
の
発
掘
調
査
成
果
を
基
に
次
の
よ
う
な
論

陣
を
張
っ
た
〔
田
中
一
九
六
七
・
一
九
七
四
・
一
九
七
九
〕
。

　
1
　
鉛
紬
陶
器
は
、
八
世
紀
に
は
小
規
模
な
官
営
工
房
で
閉
鎖
的
に
生
産
さ
れ
て

　
い
た
が
、
九
世
紀
に
生
産
体
制
が
崩
壊
的
変
貌
を
遂
げ
、
後
に
私
営
工
房
で
も
生

　
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
生
産
体
制
）

　
2
　
鉛
紬
陶
器
は
、
平
安
時
代
に
な
る
と
畿
外
に
も
著
し
く
普
及
し
、
奢
修
品
で

　
は

あ
っ
て
も
日
常
生
活
の
中
で
使
用
さ
れ
る
食
器
に
転
化
し
た
（
消
費
形
態
）

　
3
　
い
わ
ゆ
る
〈
弘
仁
姿
器
〉
に
つ
い
て
は
、
緑
粕
陶
器
を
指
し
て
い
る
と
し
、

　
『
日
本
後
紀
』
の
記
事
は
、
国
家
に
よ
る
畿
内
の
鉛
粕
陶
器
生
産
の
官
営
工
房
補

　
強
策
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
（
文
献
解
釈
）

　
4
　
延
喜
民
部
下
式
年
料
雑
器
条
に
、
尾
張
国
か
ら
の
貢
納
が
規
定
さ
れ
て
い
る

　
「
姿
器
」
に
つ
い
て
は
、
灰
紬
陶
器
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
（
文
献
解
釈
）

　
こ
の
楢
崎
と
田
中
の
所
説
を
較
べ
て
み
る
と
、
緑
粕
陶
器
の
消
費
形
態
と
い
わ
ゆ

る
〈
弘
仁
姿
器
〉
の
記
事
に
つ
い
て
の
解
釈
で
は
、
全
く
異
な
っ
た
見
解
を
示
し
て

い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
安
時
代
に
は
律
令
体
制
の
弛
緩
の
中
で
奈
良
時
代
以
来

の
官
営
工
房
に
よ
る
鉛
紬
陶
器
生
産
体
制
が
変
質
し
て
い
た
と
す
る
点
で
は
、
ほ
ぼ

共
通
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
背
景
に
は
、
九
世
紀
以
降
律
令
体

制
が
弛
緩
し
て
い
く
と
い
う
、
当
時
文
献
史
学
側
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
た
歴
史
観
が

大
き
く
作
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
そ
の
点
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
た
だ
、

一
九
七

〇
年
代
以
降
の
研
究
で
は
、
支
持
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
一

連
の
論
考
で
示
さ
れ
た
見
解
に
対
す
る
論
評
を
通
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
楢
崎
説
・
田
中
説
は
以
後
の
研
究
の
基
礎
に
な
っ
た
も
の
と
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
尾
張
産
緑
粕
陶
器
の
生
産
・
流
通
・
消
費
に
関
す

る
議
論
に
は
多
く
の
論
者
が
参
加
し
て
い
る
が
、
一
九
七
一
年
に
出
さ
れ
た
高
島
忠

平
の

問
題
提
起
〔
高
島
一
九
七
一
〕
を
受
け
て
、
尾
張
産
の
緑
粕
陶
器
を
含
む
施
紬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

陶
器
の
生
産
開
始
年
代
に
つ
い
て
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
多
様
な
見

解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
論
者
の
所
説
を
比
較
し
て
み
る
と
、
あ
る
論
点
で

は
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
別
の
論
点
で
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
具
合
に
、

非
常
に
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
に
各
論
点
ご
と
に
過
去
ど
の
よ

う
な
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

1

平
安
時
代
に
お
け
る
緑
粕
陶
器
の
生
産
体
制

　
奈
良
時
代
以
来
の
鉛
紬
陶
器
生
産
に
関
す
る
官
営
工
房
体
制
が
、
律
令
体
制
の
弛

緩
の
中
で
変
貌
し
た
と
す
る
楢
崎
・
田
中
の
説
に
つ
い
て
は
既
に
紹
介
し
た
が
、
そ

う
し
た
変
化
が
い
つ
起
き
、
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら

れ
て

い

な
か
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
研
究
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
積
極

的
言
及
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
星
野
達
雄
は
、
基
本
的
に
田
中
説
を
支
持
し
つ

つ
も
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
み
、
一
〇
世
紀
初
頭
に
は
官
営
工
房
体
制
は
存
在
せ
ず
、

緑
紬
陶
器
を
含
む
施
紬
陶
器
は
商
品
生
産
で
あ
っ
た
と
し
た
〔
星
野
一
九
七
七
〕
。
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ま
た
、
田
中
琢
も
一
九
八
四
年
に
発
表
し
た
論
考
の
中
で
、
一
〇
世
紀
に
は
官
営
工

房
に
お
け
る
鉛
紬
陶
器
の
生
産
は
終
焉
し
て
い
た
と
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
〔
田

中
一
九
八
四
〕
。

　

こ
う
し
た
非
官
営
工
房
体
制
を
強
調
す
る
意
見
に
対
し
て
、
巽
淳
一
郎
は
鉛
粕
陶

器
生

産
が
中
世
に
繋
が
っ
て
い
か
な
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、
緑
粕
陶
器
生
産
は
平

安
時
代
を
通
し
て
一
貫
し
て
官
の
直
営
方
式
で
閉
鎖
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
考

え
方
を
提
示
し
た
〔
巽
一
九
八
三
〕
。
ま
た
、
山
下
峰
司
は
『
日
本
後
紀
』
や
『
延

喜
式
』
な
ど
の
検
討
を
通
し
て
、
尾
張
に
お
け
る
緑
粕
陶
器
生
産
を
、
国
衙
工
房
的

生
産
体
制
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
看
取
で
き
る
稀
有
の
例
と
評
価
し
た
〔
山
下
一

九

九

こ
。
一
方
、
前
川
要
は
九
世
紀
代
に
は
猿
投
窯
自
体
が
官
営
工
房
で
あ
り
、

国
衙
を
通
し
て
国
家
権
力
が
関
与
す
る
形
で
緑
粕
陶
器
の
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
も

の

の
、
九
世
紀
末
か
ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て
国
衙
機
構
の
衰
退
と
共
に
官
営
工
房
が

解
体
し
た
と
し
、
一
〇
世
紀
代
に
つ
い
て
は
星
野
・
田
中
説
と
共
通
す
る
見
解
を
示

し
た
〔
前
川
一
九
八
七
・
一
九
八
九
〕
。
こ
う
し
た
九
世
紀
代
に
お
け
る
国
衙
あ
る
い

は
国
家
権
力
の
強
い
関
与
を
認
め
つ
つ
も
、
一
〇
世
紀
代
に
緑
粕
陶
器
生
産
体
制
の

変
化
を
想
定
す
る
考
え
方
は
、
そ
の
後
も
柴
垣
勇
夫
・
高
橋
照
彦
ら
に
よ
っ
て
主
張

さ
れ
る
が
、
高
橋
は
一
〇
世
紀
以
降
弱
ま
り
つ
つ
も
、
な
お
国
家
権
力
や
国
衙
の
関

与
が
残
っ
て
い
た
と
す
る
点
で
、
前
川
と
は
異
な
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
〔
柴
垣

一
九
九

三
・
一
九
九
七
、
高
橋
一
九
九
四
・
一
九
九
五
〕
。

　
以
上
の
諸
説
を
大
雑
把
に
ま
と
め
る
と
、
一
〇
世
紀
代
に
つ
い
て
は
商
品
生
産
と

す
る
考
え
方
か
ら
官
の
直
営
で
あ
っ
た
と
す
る
考
え
方
ま
で
幅
が
あ
る
も
の
の
、
九

世
紀
代
に
つ
い
て
は
大
半
の
論
者
が
国
家
権
力
や
国
衙
機
構
の
関
与
を
想
定
し
て
い

る
点
で
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
た
だ
し
平
尾
政
幸
は
、
九
世
紀
前
葉
の
段
階

で
官
の
直
接
的
な
生
産
管
理
の
及
ば
な
い
生
産
組
織
が
生
み
出
さ
れ
る
環
境
が
整
っ

て

い

た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
九
世
紀
に
も
国
家
権
力
や
国
衙
機
構
の
関
与
し
な

い
生
産
体
制
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
〔
平
尾
一
九
九
四
a
〕
。

2

平
安
時
代
に
お
け
る
緑
軸
陶
器
の
消
費
形
態

　
前
述
の
よ
う
に
、
楢
崎
彰
一
が
緑
粕
陶
器
を
祭
祀
な
い
し
祭
儀
に
用
い
ら
れ
た
も

の

と
し
た
の
に
対
し
、
田
中
琢
は
奢
修
品
で
は
あ
っ
て
も
日
常
生
活
の
中
で
使
用
さ

れ

た
食
器
で
あ
る
と
主
張
し
、
意
見
は
完
全
に
割
れ
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
以
降

の

研
究
で

は
、
一
部
に
祭
祀
具
と
し
て
の
性
格
を
認
め
つ
つ
も
、
実
用
の
食
器
で
あ

っ

た
と
す
る
意
見
が
多
数
を
占
め
て
お
り
〔
巽
一
九
八
三
・
一
九
八
五
・
一
九
九
四
、

平

尾
一
九
九
〇
b
・
一
九
九
四
a
・
一
九
九
四
b
、
柴
垣
　
一
九
九
三
、
高
橋
一
九
九
七

a
〕
、
基
本
的
に
は
田
中
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
た
だ
し
、
実
用
の

食
器
で
あ
っ
た
と
す
る
論
者
の
中
に
も
、
巽
淳
一
郎
の
よ
う
に
日
常
什
器
と
評
価
す

る
見
解
か
ら
、
高
橋
照
彦
の
よ
う
に
儀
式
や
国
家
的
な
饗
宴
な
ど
で
権
力
表
象
の
道

具

と
し
て
多
用
さ
れ
た
と
す
る
見
解
ま
で
幅
が
あ
り
〔
高
橋
一
九
九
四
・
一
九
九
七

b
〕
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
前
川
要
の
よ
う
に
、
器
形
的
な
共
通
性
か
ら
金
属
製
密

教
法
具
の
代
替
品
と
し
て
の
性
格
を
強
調
す
る
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
〔
前
川
一

九
八
七
〕
。
ま
た
、
実
用
の
食
器
と
す
る
説
が
相
次
い
で
出
さ
れ
た
後
も
、
楢
崎
は

祭
祀
具
・
儀
器
説
を
撤
回
し
て
お
ら
ず
〔
楢
崎
一
九
九
八
〕
、
依
然
と
し
て
諸
説
が

並
立

し
て
い
る
状
態
に
あ
る
。

3

『日
本
後
紀
』
の
い
わ
ゆ
る
〈
弘
仁
姿
器
〉
の
記
事
の
解
釈

　

こ
の
記
事
の
解
釈
、
特
に
「
姿
器
」
が
緑
柚
陶
器
（
鉛
粕
陶
器
）
を
指
す
の
か
、

灰
紬

陶
器
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
興
味
・
関
心
が
持
た
れ
て

き
た
よ
う
で
あ
る
。
赤
塚
幹
也
に
よ
っ
て
緑
粕
陶
器
で
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る

な
ど
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
既
に
こ
の
記
事
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
い
る
〔
赤
塚

一
九

三

五
〕
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
未
だ
充
分
な
論
拠
が
示
さ
れ
る
に
至
っ
て

お
ら
ず
、
本
格
的
な
議
論
は
田
中
琢
・
楢
崎
彰
一
以
降
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
言
え
る
。

　
ま
ず
田
中
琢
は
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
奈
良
三
彩
が
消
滅
し
て
ゆ
き
、
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緑
粕
陶
器
が
増
加
す
る
と
い
う
国
産
鉛
粕
陶
器
の
単
彩
化
傾
向
の
中
に
、
官
営
工
房

体
制
の
弛
緩
・
衰
退
を
読
み
取
り
、
〈
弘
仁
姿
器
〉
の
記
事
は
国
家
に
よ
る
鉛
粕
陶

器

（緑
粕
陶
器
）
製
作
に
か
か
る
官
営
工
房
の
維
持
・
補
強
策
を
記
し
た
も
の
と
し

た
〔
田
中
一
九
六
七
・
一
九
七
四
〕
。
ま
た
赤
塚
幹
也
も
朝
廷
で
用
い
る
鉛
紬
陶
器

（緑
粕
陶
器
）
の
製
作
技
法
を
尾
張
地
域
出
身
の
工
人
に
伝
習
さ
せ
、
洛
北
の
地
で

焼
造

さ
せ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
だ
と
し
、
や
は
り
〈
弘
仁
姿
器
〉
は
緑
紬
陶
器
で

あ
る
と
論
じ
た
〔
赤
塚
一
九
六
九
〕
。
さ
ら
に
、
星
野
達
雄
も
基
本
的
に
田
中
説
を

支
持
す
る
立
場
か
ら
議
論
を
展
開
し
て
い
る
〔
星
野
一
九
七
七
〕
。

　

こ
れ
に
対
し
て
楢
崎
彰
一
は
、
記
事
の
舞
台
が
尾
張
の
国
衙
工
房
で
あ
る
と
の
考

え
方
を
と
り
、
尾
張
猿
投
窯
で
の
安
定
し
た
灰
粕
陶
器
生
産
の
開
始
が
九
世
紀
で
あ

る
の
に
対
し
、
緑
柚
陶
器
生
産
が
一
〇
世
紀
に
な
ら
な
い
と
始
ま
ら
な
い
こ
と
を
根

拠

に
、
高
度
な
灰
粕
陶
器
焼
造
の
達
成
を
記
念
し
た
も
の
と
の
解
釈
を
示
し
た
〔
楢

崎

一
九

六

九
・
一
九
七
三
・
一
九
七
六
b
・
一
九
七
九
a
〕
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
楢
崎
の
所
説
に
つ
い
て
は
前
提
と
な
る
尾
張
（
猿
投
窯
）
産
の

緑
粕
陶
器
・
灰
粕
陶
器
の
年
代
観
に
問
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
〔
高
島
一
九
七

→
〕

、
巽
淳
一
郎
は
〈
弘
仁
姿
器
〉
を
緑
粕
陶
器
と
す
る
説
に
立
ち
つ
つ
も
、
記
事

を
緑
粕
陶
器
の
量
産
を
目
指
す
官
に
よ
る
意
図
的
な
中
央
か
ら
地
方
（
尾
張
）
へ
の

技
術
移
転
と
、
そ
れ
に
伴
う
習
熟
工
人
の
官
人
登
用
を
記
録
し
た
も
の
と
し
て
、
田

中
と
は
異
な
る
見
解
を
示
し
た
〔
巽
一
九
八
三
二
九
八
五
・
一
九
九
四
．
一
九
九

八
〕
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
平
尾
政
幸
・
高
橋
照
彦
が
基
本
的
に
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
意

見
を
述
べ
て
お
り
〔
平
尾
一
九
九
四
a
・
一
九
九
四
b
、
高
橋
一
九
九
四
・
一
九
九
五
〕
、

山
下
峰
司
も
近
い
考
え
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
〔
山
下
一
九
九
こ
。

　
一
方
、
前
川
要
は
楢
崎
の
編
年
観
の
修
正
の
必
要
性
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
記
事

の

舞
台
を
尾
張
の
国
衙
工
房
と
す
る
点
で
楢
崎
を
支
持
し
、
〈
弘
仁
姿
器
〉
は
緑
紬

陶
器
と
灰
粕
陶
器
の
双
方
を
指
す
と
し
た
〔
前
川
一
九
八
七
・
一
九
八
九
〕
。
ま
た
一

九
九
〇

年
に
は
、
〈
弘
仁
姿
器
＞
1
1
灰
粕
陶
器
論
者
で
あ
っ
た
楢
崎
自
身
が
、
尾
張
の

猿
投
窯
に
お
け
る
緑
粕
陶
器
生
産
が
九
世
紀
前
葉
ま
で
遡
り
う
る
可
能
性
を
認
め
、

〈
弘
仁
姿
器
〉
の
記
事
を
緑
紬
陶
器
生
産
に
ま
つ
わ
る
も
の
と
す
る
見
解
に
転
換
し

て

い

る
〔
楢
崎
一
九
九
〇
〕
。
た
だ
し
、
技
術
伝
習
の
舞
台
を
尾
張
の
国
衙
工
房
と

す
る
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
点
で
も
従
前
の
見
解
が
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
田
中
や

巽
の
説
と
食
い
違
い
を
見
せ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
状
で
は
〈
弘
仁
姿
器
〉
を
緑
粕
陶
器
と
す
る
考
え
方
が
一
般
的

と
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
記
事
の
評
価
に
つ
い
て
は
中
央
官
営
工
房
補
強
説
、
意
図

的
な
地
方
へ
の
技
術
移
転
説
、
尾
張
国
衙
工
房
内
で
の
高
度
な
生
産
成
功
記
念
説
な

ど
諸
説
が
あ
る
。
ま
た
、
〈
弘
仁
姿
器
＞
1
1
緑
粕
陶
器
と
す
る
考
え
方
が
主
流
と
な
っ

た
一
九
九
〇
年
代
以
降
も
、
柴
垣
勇
夫
の
よ
う
に
〈
弘
仁
姿
器
〉
の
中
に
灰
粕
陶
器

が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
意
見
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
訳
で
は

な
い
〔
柴
垣
一
九
九
七
〕
。

4

延
喜
民
部
下
式
年
料
雑
器
条
に
規
定
さ
れ
た
「
尾
張
國
姿
器
」
の
実
体

　
『
延
喜
式
』
の
民
部
下
に
「
年
料
雑
器
」
と
し
て
貢
納
規
定
の
あ
る
「
尾
張
國
姿

器
」
は
、
『
日
本
後
紀
』
の
〈
弘
仁
姿
器
〉
以
上
に
早
く
か
ら
、
そ
の
実
体
が
何
で

あ
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
早
く
も
一
九
一
〇
年
代
に
は
、
三

宅
米
吉
・
中
山
平
次
郎
・
笠
井
新
也
・
樋
畑
雪
湖
ら
に
よ
っ
て
、
様
々
な
見
解
が
示

さ
れ
て
い
る
が
〔
三
宅
一
九
一
三
、
中
山
一
九
一
五
、
笠
井
一
九
一
六
a
・
一
九
一

六

b
、
樋
畑
一
九
一
六
〕
、
高
橋
照
彦
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
〔
高
橋
一
九
九
七

a
〕
、
当
時
は
ま
だ
奈
良
・
平
安
時
代
の
資
料
自
体
が
少
な
く
、
出
土
資
料
と
の
対

比
を
行
う
条
件
が
充
分
に
整
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
一
方
、
尾
張
地
域
を
中
心
に
古
窯
の
実
地
踏
査
を
通
し
て
、
古
代
・
中
世
の
窯
業

生

産
に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め
て
い
た
赤
塚
幹
也
は
、
一
九
三
五
年
に
灰
粕
（
自
然

粕
）
の
か
か
っ
た
須
恵
器
を
「
尾
張
國
姿
器
」
に
当
て
る
見
解
を
示
し
た
〔
赤
塚

一
九
三
五
〕
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は
後
に
赤
塚
自
身
に
よ
っ
て
撤
回
さ
れ
、
改

め
て
緑
粕
陶
器
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
〔
赤
塚
一
九
六
九
〕
。

　
一
九
六
六
年
、
楢
崎
彰
一
は
尾
張
地
域
で
一
〇
世
紀
前
半
に
ま
で
遡
る
緑
紬
陶
器
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生

産
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
「
尾
張
國
姿
器
」
は
灰
粕
陶
器
で
あ
る
と

す
る
説
を
打
ち
出
し
た
〔
楢
崎
一
九
六
六
〕
。
し
か
し
翌
一
九
六
七
年
に
は
、
尾
張

地
域

に
お
け
る
緑
紬
陶
器
生
産
が
九
世
紀
末
か
ら
一
〇
世
紀
初
頭
に
ま
で
遡
る
可
能

性

を
認
め
、
「
尾
張
國
姿
器
」
に
は
緑
紬
陶
器
を
も
含
む
と
す
る
修
正
見
解
を
提
示

し
て
お
り
〔
楢
崎
一
九
六
七
a
・
一
九
七
一
〕
、
星
野
達
雄
も
基
本
的
に
同
じ
立
場
を

と
っ
て
い
る
〔
星
野
一
九
七
七
〕
。

　

こ
う
し
た
楢
崎
の
見
解
に
対
し
て
、
浅
香
年
木
は
尾
張
で
の
確
実
な
緑
粕
陶
器
の

生

産
例
が
一
〇
世
紀
中
葉
以
前
に
遡
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
「
尾
張
國
姿
器
」
を
灰

紬
陶
器
と
見
な
す
立
場
か
ら
批
判
を
加
え
て
お
り
〔
浅
香
一
九
七
一
〕
、
後
に
楢
崎

も
緑
紬
陶
器
を
含
む
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
言
せ
ず
、
「
尾
張
國
姿
器
」
が
灰
紬
陶

器
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
〔
楢
崎
一
九
八
四
〕
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

田
中
琢
も
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
〔
田
中
一
九
八
四
〕
。

　
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
施
粕
陶
器
の
年
代
観
が
見
直
さ
れ
て
い
く
中
で
、
尾
張

地
域
で
も
九
世
紀
代
に
緑
粕
陶
器
生
産
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
は
、
一
転
し
て
「
尾
張
國
姿
器
」
を
緑
粕
陶

器

と
す
る
見
解
が
相
次
い
で
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
〔
前
川
］
九
八
九
、
楢
崎
一
九

九

〇
、
高
橋
一
九
九
三
、
巽
一
九
九
四
〕
、
現
在
、
ほ
ぼ
異
論
は
見
ら
れ
な
く
な
っ

て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
緑
紬
陶
器
に
関
す
る
個
々
の
論
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
実
に
多
様
な

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
緑
粕
陶
器
が
（
量

的
に
）
出
土
す
る
遺
跡
が
く
公
的
施
設
V
か
官
と
関
わ
り
の
深
い
遺
跡
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
な
ぜ
か
漠
然
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ

（印
象
）
の
普
及
・
定
着
の
背
景
に
は
、
お
そ
ら
く
緑
粕
陶
器
官
営
工
房
（
国
衙
工

房
を
含
む
）
製
作
説
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
田
中
広
明
・
石
井
清
司
・
水
谷

壽
克
ら
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
自
体
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
必
ず

し
も
充
分
に
検
証
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
〔
田
中
↓
九
九
五
、
石
井
・
水
谷
一

九
九
六
〕
。

　
も
っ
と
も
、
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
る
に
は
、
そ
の
背
景
に
何
ら
か
の
要
因

が
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
は
そ
の
要
因
か
ら
検
討
の
狙
上
に
乗
せ
る

こ
と
と
し
た
い
。
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
緑
紬
陶
器
と
官
を
結
び
付
け
る
材
料
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
以
下
の
三
点
に
要
約
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

1
　
緑
紬
陶
器
が
官
衙
遺
跡
か
ら
多
く
出
土
す
る
と
い
う
認
識

　

2
　
『
日
本
後
紀
』
の
〈
弘
仁
姿
器
〉
の
記
述

　

3
　
『
延
喜
式
』
の
「
年
料
雑
器
」
の
規
定

　

こ
の
う
ち
、
2
と
3
に
つ
い
て
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る
「
盗
器
」
が
緑
粕
陶
器
で

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
は
ー
の
緑
粕
陶
器
が
官
衙
遺
跡
か
ら
多
く
出
土
す
る
と
い
う

認
識
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

②
考
古
資
料
に
み
る
緑
紬
陶
器
の
生
産
・
流
通
・
消
費
と
官

ω
地
方
官
衙
と
そ
の
関
連
遺
跡

　
地
方
官
衙
お
よ
び
そ
の
関
連
遺
跡
で
は
、
栃
木
県
の
下
野
国
府
跡
、
三
重
県
の
伊

賀
国
府
跡
、
宮
城
県
の
山
王
遺
跡
（
多
賀
城
関
連
遺
跡
）
、
岩
手
県
の
胆
沢
城
跡
な

ど
で
、
近
隣
の
遺
跡
で
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
ま
と
ま
っ
た
量
の
緑
紬
陶
器
が
出

土

し
て
い
る
こ
と
が
目
を
惹
く
。
こ
う
し
た
事
例
の
存
在
は
、
一
見
上
記
1
の
認
識

の

正

し
さ
を
裏
付
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
一
般
に

〈
国
府
跡
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
遺
跡
は
、
官
衙
と
し
て
の
〈
国
庁
〉
〈
国
衙
〉
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
周
囲
に
展
開
し
た
〈
都
市
的
〉
空
間
を
も
包
括
し
た
も
の
で
あ
り
、
緑

粕
陶
器
が
〈
国
府
跡
〉
か
ら
出
土
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
緑
粕
陶
器
と
官
衙

を
結
び
つ
け
る
直
接
的
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
問
題
は
、
〈
国
府
跡
〉
や
地
方
官
衙
関
連
遺
跡
の
ど
の
よ
う
な
空
間
か
ら
緑
粕
陶
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器
が
多
く
出
土
し
て
い
る
の
か
に
あ
る
が
、
下
野
国
府
跡
で
は
、
政
庁
発
見
地
点
か

ら
北
北
東
へ
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
第
二
・
三
次
調
査
地
区
で
施
粕
陶
器
が

多
く
出
土
し
て
お
り
、
緑
紬
陶
器
に
限
れ
ば
、
大
半
が
こ
の
地
区
に
集
中
し
て
い
る

〔
田
熊
一
九
八
七
・
一
九
八
八
〕
。
ま
た
、
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て

実
施
さ
れ
た
伊
賀
国
府
跡
の
第
四
次
発
掘
調
査
で
は
、
三
八
二
片
も
の
緑
粕
陶
器
が

出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
出
土
分
布
図
を
見
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
周
辺
域
か
ら

の

出
土
で
、
政
庁
域
か
ら
の
出
土
は
ご
く
少
な
い
こ
と
が
判
る
〔
泉
ほ
か
一
九
九

二
〕
（
図
1
）
。

　
陸
奥
国
府
や
鎮
守
府
が
置
か
れ
た
多
賀
城
・
胆
沢
城
は
、
律
令
国
家
に
と
っ
て
東

北

日
本
経
営
の
拠
点
と
な
っ
た
地
方
官
衙
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
多
賀
城
跡
で
は
、
政
庁
域
が
ほ
ぼ
全
面
に
わ
た
っ
て
調
査
さ
れ
て
お
り
、

遺
構
の
変
遷
過
程
に
つ
い
て
も
細
か
く
捉
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
緑
紬
陶
器
の
出
土

は

ご

く
少
な
く
、
僅
か
に
六
点
が
報
告
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
〔
白
鳥
一
九
八

二
〕
。
こ
れ
に
対
し
て
、
多
賀
城
跡
の
南
西
に
近
接
し
て
所
在
す
る
山
王
遺
跡
で
は
、

第
九
次
調
査
の
際
に
「
多
賀
城
内
で
も
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
例
は
い
ま

だ

な
い
」
ほ
ど
の
量
の
緑
粕
陶
器
を
含
む
施
粕
陶
磁
器
が
出
土
し
た
と
い
い
〔
多
賀

城

市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
一
九
九
二
〕
、
下
野
・
伊
賀
国
府
跡
の
場
合
と
同
様

に
、
政
庁
域
か
ら
は
外
れ
た
場
所
で
の
出
土
が
目
立
つ
よ
う
で
あ
る
。

　
一
方
、
胆
沢
城
跡
の
場
合
は
、
東
方
官
衙
南
地
区
で
行
わ
れ
た
第
四
三
次
発
掘
調

査
で

約
二
〇
〇
点
の
緑
粕
陶
器
が
出
土
し
て
お
り
〔
伊
藤
ほ
か
一
九
八
四
〕
、
こ
の

地

点
は
、
胆
沢
城
の
郭
内
に
当
た
る
。
た
だ
し
、
調
査
地
点
は
、
政
庁
か
ら
は
南
東

に
外
れ
た
場
所
で
あ
り
、
必
ず
し
も
官
衙
の
中
枢
部
分
と
は
評
価
で
き
な
い
場
所
で

あ
る
（
図
2
）
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
緑
紬
陶
器
は
地
方
官
衙
の
所
在
地
近
辺
で
多
く
消
費

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
官
的
な
需
要
で
あ
っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し

も
明
確
で
な
い
こ
と
が
判
る
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
意
見
に
対
し
て
は
、
地
方
官

衙
の

政
庁
は
儀
式
な
ど
を
行
う
重
要
な
空
間
で
あ
り
、
そ
の
内
部
空
間
に
不
要
物
を

止
書

酔
．
［
］

．分布図
夢●
　●
！

一

伊賀国府跡における緑柚陶器出土分布図（S＝1：2，000）（泉ほか1992より改変）図1
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廃
棄
し
た
り
は
し
な
い
の
で
、
緑
紬
陶
器
の
出
土
量
も
少
な
い
の
で
は
な
い
か
、
下

野
国
府
跡
で
緑
粕
陶
器
が
多
く
消
費
さ
れ
た
時
期
に
は
、
既
に
政
庁
が
元
の
位
置
に

な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
〔
田
熊
一
九
八
八
〕
、
緑
粕
陶
器
が
多
数
出
土
し
て
い
る

第
二
・
三
次
調
査
地
区
に
官
衙
の
中
枢
機
能
が
移
転
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
っ

た

反
論
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
伊
賀
国
府
跡
や
多
賀
城
跡
の
場
合
を
み
て
も
、
緑
紬
陶
器
以
外
の
土
師

器
や
須
恵
器

は
政
庁
域
か
ら
か
な
り
の
量
が
出
土
し
て
お
り
、
緑
粕
陶
器
の
み
が
選

択
的
に
外
部
へ
搬
出
さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
も
、
苦
し
い
解
釈
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
ま
た
、
下
野
国
府
跡
に
つ
い
て
も
、
緑
紬
陶
器
と
同
時
期
の
政
庁
が

発
見

さ
れ
て
い
る
訳
で
も
な
い
以
上
、
別
の
側
面
か
ら
第
二
・
三
次
調
査
地
区
が
官

図2　胆沢城第43次調査区位置図（S＝1：6，000）

衙
中
枢
部
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
緑
粕
陶
器
の
出
土
と
官
衙

を
結
び
つ
け
る
こ
と
自
体
が
循
環
論
法
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
地
方
官
衙
所
在
地
近
辺
か
ら
の
緑
粕
陶
器
の
量
的
な
出
土
は
、

必
ず
し
も
官
衙
と
緑
柚
陶
器
の
直
接
的
な
関
係
を
示
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で

は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
一
方
で
国
司
を
含
め
た
地
方
官
人
層
が
緑

粕
陶
器
の
消
費
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
積
極
的
に
否
定
す
る
理
由
が
あ
る
訳
で
も
な
い
。

多
数
の
緑
粕
陶
器
が
出
土
し
た
山
王
遺
跡
の
第
九
次
調
査
地
点
が
、
出
土
木
簡
の
記

載
内
容
な
ど
か
ら
陸
奥
守
の
館
と
推
定
さ
れ
て
お
り
〔
多
賀
城
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ

ン
タ
ー
一
九
九
二
〕
、
国
司
館
を
国
の
役
所
と
し
て
の
〈
国
衙
〉
〈
国
庁
〉
の
一
部
と

捉
ら
え
る
な
ら
ば
、
や
は
り
官
と
緑
紬
陶
器
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
よ
う
に

思
わ

れ

な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
国
司
館
が
官
舎
で
あ
り
、
そ
れ
を
〈
国
衙
〉

〈
国
庁
〉
の
一
部
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
部
で
の
国

司
の
生
活
全
体
を
官
の
活
動
と
捉
ら
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
国
司
が
官
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
所
有
物
の
全
て
が
官
に
帰
属
す
る
訳
で
は
な

く
、
当
然
私
的
な
奢
修
品
も
数
多
く
保
有
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
古
今
東

西
を
問
わ
ず
、
一
般
論
と
し
て
〈
都
市
的
〉
な
空
間
に
は
人
口
の
集
中
が
認
め
ら
れ

る
と
と
も
に
、
〈
財
〉
も
集
積
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
思
え
ば
、
日
本
古
代
の

〈
都
市
的
〉
な
空
間
で
あ
る
〈
国
府
〉
に
〈
財
〉
あ
る
い
は
奢
修
品
と
し
て
の
緑
紬

陶
器
が
集
中
す
る
の
は
、
官
と
の
関
係
よ
り
も
、
そ
れ
を
入
手
し
う
る
財
力
と
の
関

係
で
捉
ら
え
ら
れ
る
べ
き
現
象
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

　
結
局
、
問
題
は
地
方
官
衙
所
在
地
近
辺
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
緑
紬
陶
器
を
、

官
物
と
し
て
地
方
官
衙
で
の
行
事
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
見
な
す
の
か
、
国
司
を
含

む
富
有
層
の
私
的
な
奢
修
品
と
評
価
す
る
の
か
と
い
う
点
に
行
き
着
く
が
、
こ
こ
で

は

結
論
を
急
が
ず
、
平
安
京
に
お
け
る
緑
紬
陶
器
の
出
土
状
況
に
つ
い
て
も
一
瞥
し

て

お
く
こ
と
と
し
た
い
。
と
言
う
の
も
、
上
記
筆
者
の
論
旨
に
対
し
て
は
、
研
究
史

の
項
で
み

て

き
た
よ
う
な
九
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て
の
緑
粕
陶
器
生
産
体
制

の
変
質
を
挙
げ
、
質
的
に
異
な
る
も
の
を
十
把
一
か
ら
げ
に
し
た
議
論
だ
と
し
て
批
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判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
検
討
事
例
と
し
て
挙
げ
た
胆
沢

城
跡
や

山
王
遺
跡
の
事
例
が
九
世
紀
代
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
伊
賀
国
府
跡
や

下
野
国
府
跡
な
ど
の
事
例
は
一
〇
世
紀
を
中
心
と
す
る
時
期
の
緑
紬
陶
器
と
考
え
ら

れ
、
時
期
的
に
ズ
レ
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
胆
沢
城
跡
や
山
王
遺
跡

な
ど
九
世
紀
側
の
事
例
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
、
い
ず
れ
も
城
域
内
や
国
司
館
で
あ
り
、

地

方
官
衙
で
緑
紬
陶
器
が
多
く
消
費
さ
れ
た
と
い
う
考
え
方
が
存
立
す
る
可
能
性
が

残
っ
て
い
な
い
訳
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
、
次
に
平
安
京
と
そ
の
近
郊
で
の
緑
粕
陶
器
の
出
土
状
況
を
検
討
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
き
た
九
世
紀
代
に
お
け
る
官
の

関
与
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

②
平
安
京
と
そ
の
近
郊

　
既

に
研
究
史
の
項
で
も
触
れ
た
が
、
九
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て
緑
粕
陶
器

と
官
の
関
わ
り
に
変
化
が
あ
っ
た
と
す
る
論
者
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ

の
論
者
も
時
期
が
降
る
に
つ
れ
て
官
と
の
関
わ
り
が
弱
く
な
る
と
考
え
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
最
も
官
と

の

関
係
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
九
世
紀
、
そ
の
中
で
も
前
半
代
の
事
例
を

中
心
に
見
て
み
よ
う
。

　
九
世
紀
前
半
代
の
尾
張
（
猿
投
窯
）
産
緑
粕
陶
器
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
遺
跡

は
、
生
産
地
で
あ
る
愛
知
県
の
猿
投
窯
を
除
け
ば
、
圧
倒
的
に
平
安
京
と
そ
の
近
郊

に
集
中
し
て
い
る
。
平
安
京
跡
と
そ
の
近
郊
か
ら
出
土
す
る
九
～
一
〇
世
紀
頃
の
土

器

（土
師
器
）
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
尾
政
幸
・
小
森
俊
寛
・
上
村
憲
章
ら
に
よ
っ

て

編
年
案
が
示
さ
れ
て
お
り
〔
平
尾
ほ
か
↓
九
九
〇
、
小
森
・
上
村
一
九
九
六
〕
、
特

に
暦
年
代
推
定
の
根
拠
材
料
が
多
く
提
示
さ
れ
て
い
る
九
世
紀
代
に
つ
い
て
は
、
信

頼
度
が
非
常
に
高
い
。
こ
の
平
尾
ら
の
編
年
観
に
よ
れ
ば
、
尾
張
（
猿
投
窯
）
産
の

緑
紬
陶
器
は
平
安
京
－
期
新
段
階
（
八
一
〇
年
頃
～
八
四
〇
年
頃
）
の
幅
の
中
で
出

現
す
る
と
い
い
〔
平
尾
一
九
九
四
a
・
一
九
九
四
b
〕
、
こ
の
時
期
の
ま
と
ま
っ
た
出

土
例
と
し
て
は
次
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

1
　
平
安
京
右
京
三
条
三
坊
五
町
S
D
一
九
（
図
3
）

　

2
　
平
安
京
右
京
二
条
二
坊
（
冷
然
院
跡
）
S
D
一
・
S
D
二
（
図
4
）

　

こ
の
ほ
か
、
や
や
時
期
が
降
る
も
の
（
平
安
京
n
期
古
～
中
段
階
‥
八
四
〇
年
頃

～
九
〇
〇
年
頃
）
を
含
む
が
、

　

3
　
史
跡
　
大
覚
寺
御
所
跡
（
嵯
峨
院
跡
）
S
D
四
三
（
図
5
）

　

4
　
平
安
京
右
京
四
条
二
坊
（
淳
和
院
跡
）
S
D
七
八
・
S
D
一
九
六
な
ど
（
図

　
　
6
）

か

ら
も
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
量
の
尾
張
（
猿
投
窯
）
産
緑
粕
陶
器
の
出
土
が
あ
る
。

こ
の
四
事
例
の
う
ち
、
1
の
平
安
京
右
京
三
条
三
坊
五
町
は
、
検
出
遺
構
の
関
係
か

ら
五
町
域
一
町
を
占
有
し
た
土
地
利
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
〔
平
尾
一
九
九

三
〕
、
貴
族
層
の
邸
宅
跡
で
あ
る
可
能
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
居

住
者
が
誰
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
判
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
残
る
三
例
が
冷
然

院
・
嵯
峨
院
・
淳
和
院
と
い
っ
た
天
皇
家
の
邸
宅
と
し
て
の
〈
院
〉
で
あ
る
こ
と
は
、

注
目
に
値
し
よ
う
。
こ
う
し
た
天
皇
家
に
関
係
す
る
〈
院
〉
か
ら
の
緑
粕
陶
器
の
出

土
量
の

多
さ
は
、
一
見
す
る
と
官
と
緑
粕
陶
器
の
関
わ
り
の
深
さ
を
示
す
も
の
と
思

わ
れ
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
春
名
宏
昭
や
橋
本
義
則
ら
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
こ
れ
ら
の
諸
〈
院
〉
が
天
皇
や
太
上
天
皇
の
私
的
邸
宅
で
あ
る
と
同
時
に
、
家

政
機
関
を
も
ち
、
独
自
の
私
的
な
経
済
活
動
を
展
開
し
て
い
た
存
在
で
も
あ
る
こ
と

に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
〔
春
名
一
九
九
一
、
橋
本
一
九
九
七
〕
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
諸
〈
院
〉
は
公
人
と
し
て
の
天
皇
あ
る
い
は
太
上
天
皇
の

邸
宅
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
官
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
私
的
財
産
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
冷
然
院
・
嵯
峨
院
・
淳
和

院
と
い
っ
た
諸
〈
院
〉
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
緑
粕
陶
器
も
、
官
と
の
関
わ
り

で

評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
形
式
上
律
令
国
家
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
天

皇
・
太
上
天
皇
と
い
っ
た
人
々
の
私
的
生
活
空
間
を
彩
る
奢
修
品
と
考
え
る
方
が
理

解
し
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
中
央
で
は
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貴
族
、
地
方
で
は
国
司
を
は
じ
め
と
す
る
富
有
層
の
私
的
な
奢
修
品
と
し
て
緑
粕
陶

器
が
消
費
さ
れ
た
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
、
前
述
の
平
安
京
右
京
三
条
三
坊
五

町
、
あ
る
い
は
多
賀
城
政
庁
跡
と
山
王
遺
跡
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
緑
粕
陶
器
の
出

土
状
況
も
、
そ
う
し
た
消
費
の
事
例
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
緑
紬
陶
器
と
官
と
の
関
わ
り
が
密
接
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て

き
た
九
世
紀
代
に
お
い
て
も
、
緑
紬
陶
器
が
官
衙
に
お
い
て
多
量
に
消
費
さ
れ
て

い
た

と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
緑
紬
陶
器
が
官
衙
遺
跡
か
ら
多
く

出
土
す
る
と
い
う
認
識
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
再
検
討
を
要
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

よ
う
。

③
文
献
資
料
に
み
る
緑
粕
陶
器
の
生
産
・
流
通
・
消
費
と
官

ω
い
わ
ゆ
る
〈
弘
仁
姿
器
〉
の
評
価

　
前
段
で
は
、
こ
れ
ま
で
緑
粕
陶
器
と
官
を
結
び
つ
け
た
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
る

元

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
要
因
の
う
ち
、
考
古
資
料
を
通
し
て
形
造
ら
れ
た
ー
の

認
識

に
再
検
討
が
必
要
な
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
れ
で
は
、
も
う
一
方
の
文
献
資
料
の

中
に
は
、
明
確
に
緑
紬
陶
器
と
官
を
結
び
つ
け
る
根
拠
と
な
る
記
載
が
認
め
ら
れ
る

の
だ

ろ
う
か
。
ま
ず
、
2
の
『
日
本
後
紀
』
に
み
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
く
弘
仁
姿
器
V

の
記
述
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
問
題
と
な
る
『
日
本
後
紀
』
の
記
述
は
、
同
書
巻
廿
四
の
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
月
丁
丑
条
で
、
全
文
を
引
用
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

造
姿
器
生
尾
張
國
山
田
郡
人
三
家
人
部
乙
麻
呂
等
三
人
伝
習
成
業
。
准
雑
生
聴

出
身
。

　

こ
の
記
事
を
現
代
語
訳
す
れ
ば
、
「
盗
器
生
産
の
見
習
い
工
人
で
あ
る
尾
張
国
山

田
郡
の
人
で
あ
る
三
家
人
部
乙
麻
呂
た
ち
三
人
が
、
姿
器
生
産
の
技
術
を
習
得
し
た

の

で
、
諸
々
の
見
習
い
工
人
に
準
じ
て
官
人
と
し
て
登
用
し
た
」
と
で
も
な
ろ
う
か

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
読
み
方
自
体
に
つ
い
て
は
、
過
去
ほ
と
ん
ど
異
論
が
な

い
。
し
か
し
、
研
究
史
の
項
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
姿
器
」
の
実
体
が
何
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
併
せ
て
、
ど
こ
で
「
姿
器
」
生
産
の
技
術
が
伝
習
さ
れ
た
か

が
問
題
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
記
事
に
み
ら
れ
る
「
盗
器
」
が
緑
紬
陶
器
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
生
産
工
人
が
官
人
に
登
用
さ
れ
た
と
書
い
て
あ
る
訳
だ
か
ら
、
官

と
緑
粕
陶
器
生
産
の
関
わ
り
を
示
す
文
献
史
料
と
い
う
評
価
が
出
て
き
た
と
し
て
も
、

お

か
し
く
は
な
い
。

　
で

は
、
こ
の
「
姿
器
」
は
緑
紬
陶
器
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
灰
紬
陶
器
を

指
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
先
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
筆
者
も
こ
の
「
姿

器
」
に
つ
い
て
は
、
灰
紬
陶
器
で
は
な
く
、
緑
粕
陶
器
を
指
す
と
す
る
現
在
の
通
説

的
な
理
解
に
賛
同
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
次
に
根
拠
を
示
そ
う
。

　
ま
ず
古
い
文
献
上
の
「
姿
器
」
あ
る
い
は
「
盗
」
の
用
例
で
あ
る
が
、
よ
く
知
ら

れ
て

い

る
よ
う
に
、
正
倉
院
文
書
の
『
造
佛
所
作
物
帳
』
に
は
「
造
姿
」
に
関
わ
る

原
材
料
の
記
載
が
あ
る
。
『
造
佛
所
作
物
帳
』
が
天
平
五
年
（
七
三
三
）
の
興
福
寺

西
金
堂
造
営
に
関
わ
る
記
録
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
福
山
敏
男
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ

て

お
り
〔
福
山
一
九
四
三
〕
、
「
造
姿
」
に
関
わ
る
記
述
が
鉛
紬
陶
器
の
生
産
に
関
係

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
加
藤
土
師
萌
・
山
崎
一
雄
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て

い

る
〔
加
藤
・
山
崎
一
九
七
こ
。
つ
ま
り
、
こ
の
事
例
の
存
在
か
ら
、
既
に
奈
良

時
代

に
お
い
て
鉛
紬
陶
器
が
「
姿
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
平
安
時
代

の
鉛
粕
陶
器
で
あ
る
緑
紬
陶
器
も
「
姿
器
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と

が
理
解

さ
れ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
〈
弘
仁
姿
器
〉
を
緑
粕
陶
器
で
あ
る
と
す
る
論

拠
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
星
野
達
雄
や
平
尾
政
幸
・
高
橋
照
彦
が
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
に
〔
星

野

一
九
七

七
、
平
尾
一
九
九
四
a
、
高
橋
一
九
九
四
〕
、
〈
弘
仁
姿
器
〉
の
記
事
の
中
に
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「
伝
習
」
と
い
う
語
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

な
ぜ
、
こ
の
言
葉
の
存
在
を
問
題
に
す
る
の
か
と
い
う
と
、
「
伝
習
」
と
は
字
義
か

ら
み
て
、
既
に
あ
っ
た
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
の
時
点
で
は
未
だ
灰
粕
陶
器
生
産
は
始
ま

っ

て

い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
け
る
灰
紬
陶
器
生
産
は
、
尾
張
の
猿
投
窯
に
お
い
て
創
始
さ
れ
る
が
、

別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
の
開
始
に
は
畿
内
か
ら
尾
張
（
猿
投
窯
）
へ
の
鉛
紬
施

紬
技
術
の
伝
播
が
契
機
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
〔
尾
野
一
九
九
八
〕
。
従
っ
て
、
猿

投
窯
に
お
け
る
灰
紬
陶
器
生
産
が
緑
粕
陶
器
生
産
に
先
行
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、

前
述
の
よ
う
に
、
猿
投
窯
産
緑
粕
陶
器
の
初
現
が
八
一
〇
年
頃
～
八
四
〇
年
頃
と
考

え
ら
れ
て
い
る
平
安
京
－
期
新
段
階
を
遡
ら
な
い
以
上
、
日
本
に
お
け
る
灰
紬
陶
器

生
産
は
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
～
八
二
三
年
）
よ
り
前
に
は
遡
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、

三
家
人
部
乙
麻
呂
ら
が
「
伝
習
」
し
た
技
術
が
灰
粕
陶
器
生
産
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
緑
粕
陶
器
は
、
正
倉
院
三
彩
に
代
表
さ
れ
る
奈
良
時
代
の
三
彩
陶

器
以

来
、
日
本
に
既
に
存
在
し
て
い
た
鉛
粕
施
粕
技
術
の
中
で
生
産
可
能
な
も
の
で

あ
り
、
〈
弘
仁
姿
器
〉
の
記
述
も
そ
の
生
産
技
術
習
得
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
れ
ば
、
文
意
と
の
整
合
性
は
高
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た

「姿

器
」
生
産
技
術
の
「
伝
習
」
場
所
に
つ
い
て
も
、
弘
仁
年
間
よ
り
前
に
遡
る
尾

張
で
の

緑
粕
陶
器
生
産
が
確
認
で
き
な
い
一
方
で
、
畿
内
に
は
奈
良
三
彩
以
来
の
鉛

紬
陶
器
生
産
技
術
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
自
ず
か
ら

畿
内
説
を
採
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
『
日
本
後
紀
』
の
い
わ
ゆ
る
〈
弘
仁
姿
器
〉
の
記
述
を

「緑
粕

（鉛
紬
）
陶
器
生
産
の
見
習
い
工
人
で
あ
る
尾
張
国
山
田
郡
の
人
で
あ
る
三

家
人

部
乙
麻
呂
た
ち
三
人
が
、
（
畿
内
に
お
い
て
）
そ
の
技
術
を
習
得
し
た
の
で
、

諸
々
の
見
習
い
工
人
に
準
じ
て
官
人
と
し
て
登
用
し
た
」
と
解
す
べ
き
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
尾
張
（
猿
投
窯
）
産
緑
紬
陶
器
の
初
現
年
代
と
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
と

い
う
年
代
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
巽
淳
一
郎
・
平
尾
政
幸
・
高
橋
照
彦
ら
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
〔
巽
］
九
八
三
、
平
尾
一
九
九
四
b
、
高
橋
一
九
九
四
〕
、

こ
の
「
伝
習
」
が
契
機
と
な
っ
て
尾
張
の
猿
投
窯
で
緑
粕
陶
器
が
始
ま
っ
た
蓋
然
性

は

極
め
て
高
く
、
そ
の
生
産
に
三
家
人
部
乙
麻
呂
ら
が
関
わ
っ
て
い
た
と
み
て
、
ほ

ぼ
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
『
日
本
後
紀
』
の
い
わ
ゆ
る
〈
弘
仁
姿
器
〉
の

記
述
の
中
に
、
官
に
よ
る
積
極
的
な
緑
粕
陶
器
生
産
の
尾
張
地
域
へ
の
技
術
移
植

〔巽

一
九

八

三
、
高
橋
一
九
九
四
〕
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
記
事
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
一
連
の
出
来
事
の
中
で
官
の
関

与
を
明
確
に
認
め
う
る
の
は
、
三
家
人
部
乙
麻
呂
ら
三
人
を
官
人
に
登
用
し
た
と
い

う
、
そ
の
部
分
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
問
題
は
、
生
産
工
人
が
官
人
に
登

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
官
に
よ
る
（
尾
張
に
お
け
る
）
緑
粕
陶
器
生
産
の
直
接
的

な
掌
握
を
意
味
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
見
自
明
の
こ
と

の

よ
う
に
思
わ
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
初
期
の
尾
張
（
猿
投
窯
）
産
緑
粕
陶
器
が
官

衙

よ
り
も
天
皇
あ
る
い
は
太
上
天
皇
の
私
的
邸
宅
で
あ
る
〈
院
〉
か
ら
多
く
出
土
し

て

い

る
と
い
う
事
実
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
一
度
疑
っ
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
冷
然
院
な
ど
諸
〈
院
〉
の
院
司
を
勤
め
て
い
た
者
の
中

に
は
、
権
中
納
言
・
大
納
言
の
任
に
あ
り
な
が
ら
、
職
事
官
と
し
て
の
勤
務
を
免
除

さ
れ
て
い
た
藤
原
三
守
の
よ
う
な
存
在
が
い
る
か
ら
で
あ
る
〔
目
崎
一
九
六
九
、
春

名
一
九
九
一
〕
。
も
ち
ろ
ん
、
藤
原
三
守
の
よ
う
な
公
卿
と
一
介
の
造
姿
器
生
に
過

ぎ
な
い
三
家
人
部
乙
麻
呂
ら
を
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
穿
っ
た
見
方

を
す
れ
ば
、
乙
麻
呂
ら
は
く
院
V
の
生
産
事
業
に
従
事
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

官
人
と
し
て
登
用
す
る
と
い
う
形
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
特
別
待
遇
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
　

受
け
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
『
類
聚
三
代
格
』
の
巻
四
に
所
載
の
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
十
月
廿
五
日
の
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
官
符
に
は
、
「
神
笛
生
二
人
事
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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右
被
右
大
臣
宣
稽
。
奉
勅
。
今
聞
。
毎
至
祭
祀
常
供
音
樂
。
而
笛
曲
不
調
。
多

素
憐
節
。
宜
取
神
郡
百
姓
堪
習
笛
者
二
人
。
永
免
調
庸
。
令
得
成
業
。
其
雅
曲

可
稻
者
。
亦
聴
出
身
。
伍
預
神
部
列
。
考
叙
如
令
。

　

こ
の
太
政
官
符
か
ら
類
推
す
る
に
、
三
家
人
部
乙
麻
呂
ら
が
少
な
く
と
も
調
・
庸

を
免
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
多
く
の
優
遇
措

置
が
採
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
筆
の
勢
い
で
や
や
憶
測
め
い
た
部
分
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
が
、

上

記
検
討
結
果
か
ら
、
『
日
本
後
紀
』
の
い
わ
ゆ
る
〈
弘
仁
姿
器
〉
の
記
述
が
、
尾

張

（猿
投
窯
）
産
緑
紬
陶
器
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
確

認
で

き
た
と
思
う
。
ま
た
、
こ
の
記
述
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
尾
張
で
の
緑
粕
陶
器

生

産
が
官
営
工
房
と
呼
び
う
る
よ
う
な
体
制
の
下
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
明
に

は

な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
判
っ
た
。

②
延
喜
民
部
下
式
の
年
料
雑
器
の
規
定
に
つ
い
て

　

こ
こ
ま
で
の
考
古
資
料
・
文
献
資
料
の
検
討
結
果
は
、
意
外
に
も
こ
れ
ま
で
漠
然

と
信
じ
ら
れ
て
き
た
官
に
よ
る
尾
張
に
お
け
る
緑
柚
陶
器
生
産
と
い
う
図
式
に
、
そ

れ

ほ
ど
確
た
る
根
拠
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
残
る
の
は
延
喜
民
部
下
式
年
料

雑
器
条
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
官
と
緑
紬
陶
器
を
結
び
つ
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
正

当
性
を
裏
付
け
る
証
拠
能
力
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
こ

の
点
を
問
題
に
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
「
年
料
雑
器
」
に
関
わ
る
「
尾
張
國
姿
器
」
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
『
延
喜
式
』
の
巻
二
十
三
民
部
下
に
所
載
の
も
の
で
、
関
係
部
分
の
全
文
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

引
用
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

廿

口
。
碓
格
。
蓋
五
口
。
搾
緒
頒
。
中
撃
子
十
口
。
醗
恒
小
撃
子
五
口
。
掩
酪
解

花
盤
十
口
。
搾
路
餌
花
形
盟
杯
十
口
。
理
格
・
磁
十
口
。
杖
畑
口

長

門
國
姿
器
。
大
椀
五
合
。
幡
酪
頒
中
椀
十
口
。
擁
路
小
椀
十
五
口
。
雌
蛤

茶
椀
廿

口
。
醗
静
花
盤
舟
口
。
椎
路
胆
花
形
盟
杯
十
口
。
誕
恒
雄
十
口
。

錨
明

　
　
右
雨
國
所
進
年
料
雑
器
。
並
依
前
件
。
其
用
度
皆
用
正
税
。

　
研
究
史
の
項
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
「
年
料
雑
器
」
の
規
定
に
み
ら
れ
る

「尾
張
國
姿
器
」
が
緑
紬
陶
器
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在
ほ
ぼ
共
通
の
認
識

と
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
が
、
念
の
た
め
、
こ
こ
で
も
改
め
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
と

す
る
。

　
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
尾
張
國
姿
器
」
を
緑
粕
陶
器
で
あ
る
と
す
る
論
者
は
少

な
く
な
い
が
、
主
要
な
論
拠
は
、
旧
長
門
国
域
で
は
灰
粕
陶
器
の
生
産
が
確
認
で
き

な
い
の
に
対
し
て
、
窯
跡
は
未
発
見
で
あ
る
が
緑
粕
陶
器
の
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
、
「
長
門
國
姿
器
」
は
緑
粕
陶
器
で
あ
り
、
併
記
さ
れ
て

い

る
「
尾
張
國
盗
器
」
も
緑
紬
陶
器
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
に
あ
る
〔
前
川
一
九
八
九
、

高
橋
一
九
九
三
、
巽
一
九
九
四
〕
。
こ
の
論
旨
は
極
め
て
判
り
や
す
く
、
基
本
的
に

筆
者
も
同
意
見
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
論
法
の
「
長
門
國
盗
器
」
が
緑
粕
陶
器
で
あ

る
か
ら
、
「
尾
張
國
姿
器
」
も
緑
粕
陶
器
で
あ
ろ
う
と
す
る
点
は
、
あ
く
ま
で
も
類

推
で
あ
り
、
こ
こ
に
論
拠
と
し
て
は
や
や
弱
い
点
が
な
い
で
は
な
い
。
で
は
、
よ
り

積
極
的
に
「
尾
張
國
姿
器
」
が
緑
粕
陶
器
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
材
料
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
『
江
家
次
第
』
巻
第
一
の
供
御
藥
条
に
歯
固
の
儀
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

年
料
雑
器

尾
張
國
姿
器
。
大
椀
五
合
。
擢
酪
航
。
中
椀
五
口
。
卵
格
。
小
椀
・
。
柵
格
。
茶
椀

内
膳
自
右
青
礫
門
供
御
歯
固
具
盛
青
盗
、

物
内
　
毎
者
有
蓋
撃
子
　
内
膳
所
度

件
青
盗
自
所
度
於
内
膳
　
尾
張
百
五

婚
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こ
の
記
述
の
中
の
「
青
姿
」
が
緑
粕
陶
器
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
多
く
の
先
行
研

究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
古
来
日
本
で
は
緑
色
を
「
青
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
珍

し
く
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
比
定
は
充
分
妥
当
性
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
加

え
て
、
こ
の
『
江
家
次
第
』
の
供
御
藥
条
の
冒
頭
部
分
に
、
「
弘
仁
年
中
始
之
」
と

記

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
尾
張
（
猿
投
窯
）
産
緑
粕
陶
器
の
生
産
開
始
に
関
わ
る
と

み

ら
れ
る
『
日
本
後
紀
』
の
〈
弘
仁
姿
器
〉
の
記
事
と
年
代
的
に
一
致
し
て
い
る
こ

と
は
、
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
に
く
く
、
状
況
証
拠
で
は
あ
る
が
や
は
り
『
江
家
次

第
』
に
記
さ
れ
て
い
る
「
青
姿
」
が
緑
柚
陶
器
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
以
下
こ
の
歯
固
の
儀
式
に
用
い
ら
れ
る
「
青
姿
」
が
緑
粕
陶
器
で

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
話
を
進
め
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
「
青
姿
」
に
つ
い
て

「尾
張

百
五
物
内
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
「
百
五
」
と
い
う
数
字

が
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
が
、
延
喜

民
部
下
式
年
料
雑
器
条
に
貢
納
が
規
定
さ
れ
て
い
る
「
尾
張
國
姿
器
」
の
合
計
数
が

八

〇
で
あ
り
、
欠
文
と
な
っ
て
い
る
「
小
椀
」
の
数
を
見
込
ん
で
も
、
「
長
門
國
姿

器
」
の
合
計
数
で
あ
る
一
〇
〇
と
大
差
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
非
常
に
示
唆
的

で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
『
江
家
次
第
』
の
記
述
か
ら
み
て
、
歯
固
の
儀
式
に
用

い

ら
れ
る
「
青
姿
」
は
緑
粕
陶
器
で
あ
る
と
同
時
に
『
延
喜
式
』
に
規
定
す
る
「
年

料
雑
器
」
と
し
て
尾
張
か
ら
貢
納
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
。　

あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
理
解
に
対
し
て
は
『
江
家
次
第
秘
抄
』
巻
第
一
に
＝
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
五
物
ハ
貢
ノ
字
の
誤
リ
ト
モ
云
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
百
五
」
と
い
う
数
字
を

論
拠

に
す
る
こ
と
に
は
異
論
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
『
江
家
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
0
）

秘
抄
』
よ
り
成
立
年
代
の
古
い
『
江
次
第
抄
』
に
も
「
尾
張
貢
百
五
物
」
と
あ
り
、

仮

に
「
尾
張
百
五
物
」
が
「
尾
張
貢
物
」
の
誤
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
尾
張
か
ら

貢
納
さ
れ
る
も
の
と
し
て
規
定
が
あ
る
の
は
『
延
喜
式
』
の
「
尾
張
國
姿
器
」
だ
け

で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歯
固
の
儀
式
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
青
姿
」
が
緑
粕
陶
器

で
あ
っ
て
も
何
ら
矛
盾
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
の
根
拠
か
ら
、
延
喜
民
部
下
式
年
料
雑
器
条
は
、
や
は
り
緑
粕
陶

器

に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
訳
だ
が
、
こ
こ
か
ら
緑
紬
陶
器
と
官
の
関

係
に
つ
い
て
何
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
『
延
喜

式
』
の
年
料
雑
器
条
は
、
尾
張
・
長
門
両
国
か
ら
貢
納
さ
れ
る
べ
き
「
盗
器
」
の
数

量
・
大
き
さ
と
、
原
材
料
（
用
度
）
の
調
達
に
正
税
を
充
当
す
る
こ
と
以
外
は
何
も

規
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
に
緑
粕
陶
器
生
産
と
官
と
の
関

わ

り
を
示
す
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
論
点
が
、
緑
粕
陶
器
の
各
器
形
の
規
格

性
と
生
産
へ
の
正
税
の
支
出
の
み
で
あ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
と
も
言
え
る
が
、

こ
れ
ら
に
し
て
も
官
が
緑
紬
陶
器
生
産
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
の
証
明
と

な
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
規
格
性
の
問
題
で
あ
る
が
、
前
川
要
は
長
門
産
と
推
定
さ
れ
る
緑
紬
陶
器

の
口

径
分
布
が
延
喜
民
部
下
式
の
年
料
雑
器
条
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
〔
前
川
一
九
八
七
〕
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
に
尾
張
を
も
含
む
東
海
産
も
併
せ
て

時
期
別
の
緑
粕
陶
器
の
口
径
分
布
の
分
析
を
行
っ
た
高
橋
照
彦
は
、
年
料
雑
器
の
規

定
が
同
時
代
の
一
〇
世
紀
の
実
態
に
は
合
わ
な
い
も
の
の
、
九
世
紀
代
の
実
態
と
は

よ
く
合
致
す
る
こ
と
を
示
し
、
『
延
喜
式
』
の
条
文
が
全
く
の
空
文
で
は
な
い
こ
と

を
主
張
し
た
〔
高
橋
一
九
九
三
〕
。
こ
の
高
橋
の
主
張
は
、
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ

る
が
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
こ
れ
を
官
に
よ
る
生
産
管
理
の
表
わ
れ
と
し
て
い
る
点

に
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
延
喜
主
計
上
式
に
貢
納
（
調
納
）
規
定
が
あ
る
土
師
器
の
場
合
、
『
延
喜
式
』
自

体

に
大
き
さ
に
つ
い
て
の
規
格
の
記
載
は
な
い
が
、
官
側
か
ら
一
定
の
規
格
の
も
の

を
貢
納
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、

平
城
京
や
平
安
京
な
ど
で
の
実
際
の
土
師
器
の
出
土
の
あ
り
方
を
見
て
み
る
と
、
宮

域
あ
る
い
は
内
裏
の
内
外
で
口
径
分
布
に
顕
著
な
差
は
認
め
ら
れ
ず
、
官
需
品
と
民

需
品
が
特
に
異
な
る
規
格
の
も
の
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
が
判
る
（
図
7
）
。

そ
し
て
、
古
代
に
お
け
る
土
師
器
生
産
が
、
官
営
工
房
で
な
さ
れ
て
い
た
も
の
で
な
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い

こ
と
は
既
に
浅
香
年
木
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
〔
浅
香
一

九

七
］
〕
、
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
・
三
坊
長
屋
王
邸
跡
S
D
四
七
五
〇
か
ら
出
土

し
た
木
簡
も
長
屋
王
家
が
独
自
に
土
師
器
工
人
を
雇
用
し
て
、
土
師
器
生
産
に
当
た

ら
せ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
〔
玉
田
一
九
九
五
〕
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
土
師

器
の
出
土
事
例
や
木
簡
の
記
載
事
例
か
ら
、
官
が
直
接
生
産
管
理
に
当
た
っ
て
い
な

く
て
も
、
貢
納
物
に
一
定
の
規
格
性
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
官
と
は
直
接
関
係
の
な

い
民
需

品
に
も
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
各
地
で
出
土
す
る
九
世
紀
代
の
緑
粕
陶
器
の
口
径
規
格
が
、
『
延
喜
式
』

に
規
定
さ
れ
て
い
る
貢
納
分
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
緑
粕
陶
器

生
産
一
般
が
官
に
よ
る
生
産
管
理
の
下
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
次

に
、
「
用
度
」
す
な
わ
ち
所
用
経
費
も
し
く
は
原
材
料
の
調
達
に
「
正
税
」
を

充
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
研
究
史
の
項
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
も
っ
て

尾
張
・
長
門
に
お
け
る
緑
粕
陶
器
生
産
が
国
衙
工
房
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
根
拠

と
す
る
考
え
方
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
星
野
達
雄
が
正
し
く
指
摘
し
た

よ
う
に
、
こ
の
条
文
は
あ
く
ま
で
も
「
年
料
雑
器
」
と
し
て
貢
納
さ
れ
る
分
に
つ
い

て

の
規
定
で
あ
っ
て
、
国
衙
が
「
正
税
」
を
支
出
し
つ
つ
恒
常
的
に
緑
粕
陶
器
生
産

工
房
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
尾
張
に

お
け
る
緑
紬
陶
器
生
産
は
非
官
営
工
房
体
制
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
灰
粕
陶
器
と
違

っ

て

紬
薬
の
原
材
料
と
し
て
必
要
な
銅
・
鉛
が
高
価
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
調
達

経
費
を
正
税
で
負
担
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
国
衙
が
「
正
税
」
を
支
出
し
て
「
年
料

雑
器
」
分
の
緑
粕
陶
器
を
購
入
し
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
決
し
て
不
可
能
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
延
喜
民
部
下
式
年
料
雑
器
条
の
規
定
も
、
官
が
緑
粕
陶
器
生
産
と
全
く
無

縁
で
は

な
い
こ
と
を
示
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
関
与
は
星
野
が
主
張
す
る
よ
う

な
国
家
を
顧
主
と
す
る
注
文
生
産
に
類
し
た
も
の
、
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
可
能
性

も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
判
っ
た
。

④
九
世
紀
の
尾
張
に
お
け
る
緑
粕
陶
器
生
産
体
制

　

こ
こ
ま
で
、
考
古
資
料
と
文
献
資
料
の
検
討
を
通
し
て
、
官
と
緑
粕
陶
器
の
関
わ

り
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
に
官
と
緑
粕
陶
器
の

間
に
は
直
接
的
関
連
性
を
確
認
で
き
ず
、
生
産
体
制
も
九
世
紀
の
段
階
か
ら
官
営
工

房
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
緑
粕
陶
器
生
産

が
官
営
工
房
体
制
で
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
場
合
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

体
制
の
下
で
緑
紬
陶
器
が
生
産
さ
れ
、
ま
た
流
通
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
論

ず
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

　
資
料
的
な
制
約
も
あ
り
、
現
状
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
議
論
を
展

開
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
と
尾
張
産
の
も
の
に
関
す
る
限
り
、
僅
か
で
は
あ
る

が
緑
紬
陶
器
の
生
産
体
制
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
猿
投
窯
の
鳴

海
地

区
有
松
支
群
に
属
す
る
桟
敷
窯
か
ら
出
土
し
た
「
淳
和
院
」
の
刻
銘
が
あ
る
窯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

道
具
の
サ
ヤ
で
あ
る
（
図
8
）
。
既
に
別
稿
〔
尾
野
一
九
九
八
〕
で
論
じ
た
よ
う
に
、

サ
ヤ

と
は
基
本
的
に
緑
粕
陶
器
の
一
次
製
品
で
あ
る
素
地
の
焼
成
中
に
灰
が
降
り
か

か

ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
窯
道
具
で
あ
り
、
そ
の
中
に
入
れ
て
焼
か
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の

は
緑
粕
陶
器
の
素
地
と
み
て
間
違
い
な
い
。
そ
の
サ
ヤ
に
「
淳
和
院
」
と
刻
銘
さ

れ
て

い

た
の
で
あ
る
か
ら
、
中
に
入
れ
て
焼
か
れ
て
い
た
緑
粕
陶
器
素
地
は
、
淳
和

院
へ
供
給
す
る
こ
と
を
前
提
に
焼
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
桟
敷
窯
で
は
、
緑
粕
陶
器
素
地
と
共
に
灰
紬
陶
器
も
多
数
生
産

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
形
態
は
、
平
安
京
で
n
期
古
段
階
～
中
段
階
（
八
四
〇
年
頃
～

九

〇
〇
年
頃
）
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
土
師
器
に
高
い
頻
度
で
伴
出
す
る
も
の
と

ほ

ぼ

同
形
態
で
あ
る
（
図
9
）
。
し
た
が
っ
て
、
桟
敷
窯
の
操
業
時
期
を
九
世
紀
中

頃
～
後
半
の
幅
の
中
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
重
要
な
の
は
、
製
品
の
供
給
先

で

あ
る
は
ず
の
淳
和
院
の
跡
地
と
目
さ
れ
て
い
る
平
安
京
右
京
四
条
二
坊
十
二
町
か

ら
も
、
同
時
期
（
平
安
京
n
期
古
段
階
～
中
段
階
）
の
土
師
器
に
伴
っ
て
猿
投
窯
産
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図8　桟敷窯出土サヤ実測図（S＝14）（坂野1979より）

図9　桟敷窯出土灰紬陶器実測図（S＝1：4）（坂野1979より）

の
緑
紬
陶
器
や
灰
粕
陶
器
が
多
数
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
事
実

は
、
先
に
推
定
し
た
桟
敷
窯
で
淳
和
院
向
け
の
緑
紬
陶
器

（素
地
）
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

　
即

ち
、
既
に
九
世
紀
代
の
尾
張
に
お
い
て
、
〈
院
〉
へ
の
供
給
を

前
提
と
し
た
緑
粕
陶
器
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
事
例

の

存
在
か
ら
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
先
に

触
れ
た
よ
う
に
、
〈
院
〉
の
経
済
活
動
が
私
的
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、

〈
院
〉
へ
の
供
給
を
目
的
と
し
た
生
産
活
動
を
官
営
工
房
体
制
（
国

衙
工
房
も
含
め
て
）
と
は
評
価
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ

う
し
た
生
産
・
供
給
事
例
の
存
在
は
、
そ
の
生
産
窯
が
〈
院
〉
か
ら

の
私
的
な
注
文
に
応
じ
う
る
私
営
工
房
で
あ
っ
た
か
、
〈
院
〉
自
体

が
経
営
す
る
工
房
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
考
え
方
、
特
に
後
者
の
〈
院
〉
に
よ
る
窯

の

経
営

に
つ
い
て
は
、
明
確
な
反
対
意
見
が
あ
り
、
高
橋
照
彦
は
猿

投
空
…
の
各
地
区
の
製
品
の
供
給
が
特
定
の
消
費
遺
跡
に
限
定
さ
れ
て

い

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
当
時
の
尾
張
に
お
け
る
緑
紬
陶

器
生

産
（
窯
）
が
特
定
の
王
臣
社
寺
家
に
個
別
に
専
属
し
て
い
る
と

は

考
え
ら
れ
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
「
淳
和
院
」
の
刻
銘
に
つ
い
て

も
、
窯
が
特
定
機
関
に
専
属
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
逆
に
刻
銘
の
必

要
は

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
し
、
王
臣
社
寺
家
に
よ
る
生
産
掌
握

に
否
定
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
〔
高
橋
一
九
九
五
〕
。

　

し
か
し
、
仮
に
桟
敷
窯
が
淳
和
院
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
た
と

　
　
　
ロ
　

し
て
も
、
そ
の
製
品
が
全
て
邸
宅
と
し
て
の
淳
和
院
に
供
給
さ
れ
て

い

た
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
〈
院
v
が
私
的
経
済
活
動
体
で

も
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
残
余
（
む
し
ろ
、
そ
の
方
が
多
い
か
も

し
れ
な
い
が
）
を
商
品
と
し
て
市
場
に
流
通
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
利
潤

を
挙
げ
て
い
た
と
し
て
も
、
何
ら
不
都
合
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
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た
が
っ
て
、
製
品
の
供
給
先
が
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
や
、
供
給
先
名
の
刻
銘
が
あ
る

こ
と
を
も
っ
て
、
〈
院
〉
の
経
営
に
よ
る
緑
粕
陶
器
生
産
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と

は
、
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
む
し
ろ
、
再
三
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
冷
然
院
・
嵯
峨
院
・
淳
和
院

と
い
っ
た
諸
〈
院
〉
か
ら
九
世
紀
代
の
尾
張
（
猿
投
窯
）
産
緑
粕
陶
器
が
多
く
出
土

し
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
や
は
り
〈
院
〉
な
ど
の
私
的
経
済
活
動
体
に
よ

っ

て
、
尾
張
で
の
緑
紬
陶
器
生
産
が
経
営
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、

筆
者
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
可
能
性
の
高
さ
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

ま
と
め

　
以

上
、
本
稿
で
は
考
古
資
料
と
文
献
資
料
の
検
討
を
通
し
て
、
平
安
時
代
の
尾
張

に
お
け
る
緑
柚
陶
器
生
産
と
そ
の
製
品
の
流
通
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を

考
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
強
調
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
生
産
体
制
と
し
て

の
官
営
工
房
（
官
窯
）
あ
る
い
は
国
衙
工
房
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
の
決
定
的
証

拠
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
淳
和
院
な
ど
の
私
的
経
済

活
動
体
の
経
営
に
よ
る
緑
柚
陶
器
生
産
は
、
九
世
紀
代
に
ま
で
遡
り
、
こ
れ
ら
の

〈
院
〉
が
、
自
家
消
費
分
を
除
い
て
、
残
余
を
商
品
流
通
さ
せ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
も
判
っ
た
。
既
に
文
献
史
学
側
か
ら
は
、
九
世
紀
中
～
後
期
に
「
王
臣
家
」

に
よ
る
私
的
土
地
領
有
が
顕
著
に
展
開
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
み

て

き
た
尾
張
に
お
け
る
緑
紬
陶
器
生
産
の
あ
り
方
も
、
そ
う
し
た
当
時
の
社
会
情
勢

に
連
動
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
先
駆
と
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
本
稿
で
示
し
た
の
は
ひ
と
つ
の
事
例
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
も
っ
て
尾

張
地

域
、
さ
ら
に
は
各
地
の
緑
粕
陶
器
生
産
・
流
通
一
般
に
敷
桁
化
で
き
る
か
ど
う

か

は
、
全
く
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
問
題
に
関
連
し
て
、

九
世
紀
か

ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て
緑
粕
陶
器
の
生
産
・
流
通
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
の
か
、
あ
る
い
は
し
な
か
っ
た
の
か
な
ど
、
論
じ
残
し
た
問
題
も
少
な
く
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
本
論
は
試
論
の
域
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　
あ
る
い
は
ま
た
、
古
代
の
日
本
に
お
け
る
〈
官
〉
と
は
、
本
論
で
そ
の
存
在
の
可

能
性
を
考
え
て
き
た
〈
院
〉
に
よ
る
私
的
経
済
活
動
な
ど
、
公
人
（
律
令
官
人
）
の

私
的
利
益
追
求
行
為
を
も
含
む
も
の
だ
と
す
る
意
見
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
か
か
る
〈
官
〉
の
概
念
は
、
公
人
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
行
為
の
公
私
を
峻
別
す

る
傾
向
の
強
い
今
日
的
な
〈
官
〉
の
概
念
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
点
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
〈
官
〉
の
影
響
力
の
強
さ
だ
け
を
強
調
し
て
し
ま
う
と
、

結
果
と
し
て
日
本
の
古
代
社
会
像
が
歪
み
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い

る
。
本
稿
執
筆
の
動
機
は
、
緑
粕
陶
器
の
生
産
・
流
通
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま

り
に
も
〈
官
〉
の
関
与
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
た
め
、
あ
え
て

一
石

を
投
じ
て
お
き
た
い
と
考
え
た
こ
と
に
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
で
は
消
費
の
問
題
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
が
、
先
に
引
用
し
た
『
江
家
次
第
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
天
皇
家
の
正
月
の
儀
式

で

あ
る
歯
固
で
「
青
姿
」
す
な
わ
ち
緑
粕
陶
器
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
儀
式
に
お
い

て

使
用

さ
れ
た
緑
粕
陶
器
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
文
を
お
読

み
戴
け
ば
判
る
よ
う
に
、
緑
紬
陶
器
は
私
的
空
間
の
奢
修
品
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
祭
祀
具
と
し
て
用
い
ら

れ

た
緑
粕
陶
器
の
存
在
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
か
な
り
の
量
が
実
用
の
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。

　
本
稿

は
、
平
成
一
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
に
、
「
古
代
施
粕
陶
磁
器
の
流
通
と
消
費
」

と
題
し
て
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
「
古
代
・
中
世
の
都
市
を
め
ぐ
る

消
費
と
流
通
」
の
第
二
回
研
究
会
の
席
で
報
告
し
た
内
容
を
基
に
、
そ
の
後
の
知

見

を
加
え
全
面
的
に
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
の
席
上
、
参
加
者
の
方
々

か

ら
数
々
の
ご
教
示
を
賜
わ
っ
た
。
ま
た
、
古
代
の
土
器
研
究
会
の
会
員
、
と
り
わ

け
吉
川
義
彦
・
平
尾
政
幸
の
両
氏
か
ら
は
、
日
常
的
な
討
論
の
中
で
多
く
の
示
唆
に

富
ん
だ
教
示
を
受
け
て
い
る
。
本
文
中
で
示
し
た
個
々
の
視
点
ー
例
え
ば
緑
粕
陶
器
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生

産
へ
の
〈
院
〉
の
関
与
の
可
能
性
i
の
多
く
は
、
両
氏
か
ら
の
教
示
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
・
の
ほ
か
、
下
記
の
方
々
か
ら
も
種
々
の
ご
教
示
を
賜
る
と
同
時
に
、
文

献
検
索
・
資
料
実
見
な
ど
で
お
世
話
に
な
っ
た
。
文
末
で
は
あ
る
が
、
明
記
し
て
感

謝
の
意
を
表
わ
し
た
い
。

　
泉
雄
二
、
上
村
安
生
、
笠
井
賢
治
、
金
田
明
大
、
上
村
憲
章
、
小
森
俊
寛
、
齊
藤

理
、
高
橋
照
彦
、
巽
淳
一
郎
、
千
葉
孝
弥
、
楢
崎
彰
一
、
坂
野
和
信
、
福
田
明
美
、

柳
沢
和
明
（
五
〇
音
順
）

註（
1
）
　
本
来
、
「
都
市
」
と
は
何
か
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
「
都
市
を
め
ぐ
る
流
通
と
消

　
　
費
」
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
筆
者
は
こ
の
点
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
共
同
研
究

　
　
の
目
的
で
は
な
い
と
理
解
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
「
都
市
」
を
「
一
定
地
域
の
政
治
・
経
済
・

　
　
文
化
の
中
核
を
な
す
人
口
の
集
中
地
域
」
（
『
広
辞
苑
』
）
と
す
る
一
般
的
理
解
に
従
っ
て
お
く
。

　
　
平
安
京
が
「
都
市
」
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
古
代
の
B
本
に
は
他
に
都
市
と

　
　
呼
び
う
る
よ
う
な
空
間
は
存
在
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
古
代
の
国
府
の
す
べ
て
を
「
都

　
　
市
」
と
呼
ん
で
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、
あ
え
て
本

　
　
文
中
で
は
〈
都
市
的
〉
と
表
現
し
た
。

（
2
）
　
『
日
本
後
紀
』
の
弘
仁
六
年
正
月
丁
丑
条
に
「
造
姿
器
生
尾
張
國
山
田
郡
人
三
家
人
部
乙
麻
呂

　
　
等
三
人
伝
習
成
業
。
准
雑
生
聴
出
身
。
」
と
あ
る
記
事
の
こ
と
。

（
3
）
　
こ
の
論
争
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
一
九
八
七
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）
引
用
文
は
、
黒
板
勝
美
編
　
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
第
三
巻
　
日
本
後
紀
績
日
本
後
紀
　
文

　
　
徳
天
皇
實
録
』
吉
川
弘
文
館
一
九
三
四
年
に
よ
る
。

（
5
）
　
こ
の
『
日
本
後
紀
』
の
く
弘
仁
姿
器
v
に
関
わ
る
記
述
以
外
、
「
姿
器
」
生
産
に
関
わ
る
官
人

　
　
の
任
免
記
事
が
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
三
家
人
部
乙
麻
呂
ら
の
官
人
登
用
が
、
正
規

　
　
の
任
官
で
は
な
く
、
本
稿
で
推
測
し
た
優
遇
措
置
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ

　
　
う
か
。

（
6
）
　
引
用
文
は
、
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
第
二
十
五
巻
類
聚
三
代
格
弘
仁
格
抄
』

　
　
吉
川
弘
文
館
一
九
三
六
年
に
よ
る
。

（
7
）
　
引
用
文
は
、
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
第
二
十
六
巻
弘
仁
式
延
喜
式
交
替
式
』

　
　
吉
川
弘
文
館
一
九
三
八
年
に
よ
る
。

（
8
）
　
引
用
文
は
、
故
実
叢
書
編
集
部
編
『
新
訂
増
補
故
実
叢
書
第
二
十
三
回
』
明
治
図
書
出
版

　
　
・
吉
川
弘
文
館
一
九
五
五
年
に
よ
る
。

（9
）
　
註
（
8
）
に
同
じ
。

（
1
0
）
　
引
用
文
は
、
國
書
刊
行
会
編
『
続
々
群
書
類
從
第
六
』
國
書
刊
行
会
一
九
〇
六
年
に
よ
る
。

（
1
1
）
　
報
告
者
で
あ
る
坂
野
和
信
は
、
図
8
－
2
を
陶
土
の
「
ね
か
し
」
の
容
器
と
し
て
の
「
陶
桶
」

　
　
と
し
て
い
る
が
〔
坂
野
一
九
七
九
〕
、
こ
れ
は
坂
野
自
身
も
サ
ヤ
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

　
　
傘
形
の
サ
ヤ
（
厘
鉢
一
図
8
1
1
）
と
同
種
の
造
り
で
、
両
者
の
口
径
が
近
似
し
て
い
る
こ
と

　
　
か
ら
み
て
、
組
み
合
わ
せ
て
降
灰
を
防
ぐ
道
具
（
サ
ヤ
）
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て

　
　
い
る
。
な
お
、
通
気
の
た
め
の
穿
孔
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
元
々
密
閉

　
　
性
が
高
く
な
く
、
通
気
孔
を
穿
孔
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
1
2
）
　
実
際
に
、
桟
敷
窯
か
ら
は
緑
粕
陶
器
の
素
地
と
み
ら
れ
る
ミ
ガ
キ
の
施
さ
れ
た
無
粕
の
陶
片

　
　
が
出
土
し
て
い
る
〔
坂
野
一
九
七
九
〕
。

（
1
3
）
厳
密
に
言
う
と
、
桟
敷
窯
で
は
緑
軸
陶
器
の
施
柚
が
確
認
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
一
次

　
　
製
品
（
半
製
品
）
と
し
て
の
素
地
の
焼
成
が
確
認
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
桟
敷
窯
と
は
別
の
場
所
で
施
紬
（
二
次
焼
成
）
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、

　
　
別
地
点
で
施
紬
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
前
に
淳
和
院
へ
の
供
給
が
予
定
さ
れ
て

　
　
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
二
次
焼
成
窯
も
官
営
工
房
（
官
窯
）
と
は
考
え
に
く
く
、
論
旨
に
影

　
　
響
は

な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
1
4
）
　
『
江
家
次
第
』
に
よ
れ
ば
、
本
文
中
で
引
用
し
た
正
月
の
歯
固
以
外
に
も
、
正
月
節
会
の
「
三

　
　
節
御
酒
」
の
酒
杯
に
「
青
姿
」
H
緑
粕
陶
器
が
使
わ
れ
て
お
り
、
儀
式
に
お
い
て
も
緑
粕
陶
器

　
　
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
コ
ニ
節
御
酒
」
の
酒
杯
が
「
不
給
臣
下
」

　
　
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、
国
家
的
儀
式
・
饗
宴
に
お
け
る
身
分
を
示
す
容
器
と
し
て
の
性

　
　
格

を
緑
紬
陶
器
に
見
て
取
る
意
見
も
あ
る
が
〔
高
橋
一
九
九
四
二
九
九
七
b
〕
、
奢
修
品
と

　
　
は
そ
の
所
有
・
使
用
自
体
が
必
然
的
に
財
力
な
ど
の
誇
示
と
な
っ
て
し
ま
う
性
格
の
も
の
で
あ

　
　
る
。
さ
ら
に
「
不
給
臣
下
」
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
節
会
の
中
だ
け
の
こ
と
で
あ

　
　
り
、
緑
紬
陶
器
一
般
に
敷
桁
化
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
君
臣
関

　
　
係
や
身
分
の
上
下
関
係
明
示
の
器
と
い
う
性
格
を
強
調
す
る
こ
と
に
は
、
慎
重
を
期
す
必
要
が

　
　
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

引
用
・
参
考
文
献

赤
塚
幹
也
　
一
九
三
五
「
陶
器
製
作
史
概
説
〔
こ
」
『
陶
器
講
座
　
第
六
巻
』
雄
山
閣

赤
塚
幹
也
　
一
九
六
九
『
瀬
戸
市
史
陶
磁
史
篇
こ
瀬
戸
市

浅
香
年
木
　
一
九
七
一
『
日
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局

石
井
清
司
・
水
谷
壽
克
　
一
九
九
六
「
古
代
に
お
け
る
生
産
と
流
通
！
篠
窯
跡
群
を
中
心
と
し
て
！
」

　
『
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
情
報
』
第
六
一
巻

泉
雄
二
ほ
か
　
一
九
九
二
『
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
9
9
－
4
伊
賀
国
府
跡
（
第
4
次
）
発
掘

　
調
査
報
告
』
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

伊
藤
博
幸
ほ
か
　
一
九
八
四
「
胆
沢
城
東
方
官
衙
南
地
区
出
土
の
施
粕
陶
器
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
七

　
〇

巻
第
一
号
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上
村
和
直
・
吉
崎
伸
　
一
九
八
四
「
左
京
二
条
二
坊
（
2
）
」
『
昭
和
5
7
年
度
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調

　
査
概
要
』
働
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

尾
野
善
裕
　
一
九
九
八
「
灰
紬
陶
器
生
産
技
術
の
系
譜
」
『
楢
崎
彰
一
先
生
古
希
記
念
論
文
集
』
真
陽

　

社
影
山
春
樹
　
一
九
五
一
・
一
九
六
〇
「
日
本
出
土
緑
粕
地
名
表
」
『
上
代
文
化
』
第
二
〇
・
二
一
二
二

　
〇
輯

笠

井
新
也
　
一
九
一
六
a
「
播
磨
國
津
萬
井
村
末
谷
に
於
け
る
古
代
製
陶
所
の
遺
蹟
及
び
そ
の
遺
物

　
（
附
）
姿
器
に
就
い
て
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
巻
第
六
号

笠
井
新
也
　
一
九
一
六
b
「
延
喜
式
の
盗
器
に
就
い
て
樋
畑
雪
湖
君
に
答
ふ
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六

　

巻
第
一
〇
号

小
森
俊
寛
・
上
村
憲
章
　
一
九
九
六
「
京
都
の
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
土
器
の
編
年
的
研
究
」
『
研

　
究
紀
要
』
第
三
号
働
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

小
山
冨
士
夫
　
一
九
五
五
「
緑
紬
水
瓶
」
『
平
出
　
長
野
県
宗
賀
村
古
代
集
落
の
総
合
研
究
』
朝
日
新

　

聞
社

斎
藤
孝
正
　
一
九
八
七
「
施
紬
陶
器
年
代
論
」
『
論
争
・
学
説
日
本
の
考
古
学
第
6
巻
歴
史
時
代
』

　
雄
山
閣

柴
垣
勇
夫
　
一
九
九
三
「
須
恵
器
・
盗
器
の
生
産
と
流
通
」
『
新
版
［
古
代
の
日
本
］
第
7
巻
中
部
』

　
角
川
書
店

柴
垣
勇
夫
　
一
九
九
七
「
平
安
時
代
の
須
恵
器
、
姿
器
の
生
産
」
『
新
修
名
古
屋
市
史
第
一
巻
』
名

　
古
屋
市

白
鳥
良
一
　
一
九
八
二
「
灰
紬
陶
器
・
緑
粕
陶
器
・
白
磁
」
『
多
賀
城
跡
政
庁
跡
本
文
編
』
宮
城
県

　
教
育
委
員
会
・
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

高
島
忠
平
　
一
九
七
一
「
平
城
京
東
三
坊
大
路
東
側
溝
出
土
の
施
粕
陶
器
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
七

　
巻
第
一
号

多
賀
城
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
　
一
九
九
二
『
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
2
8
集
年
報

　

5
』
多
賀
城
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

高
橋
照
彦
　
一
九
九
三
「
防
長
産
緑
柚
陶
器
の
基
礎
的
研
究
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

　
第
五
〇
集

高
橋
照
彦
　
一
九
九
四
「
平
安
初
期
に
お
け
る
鉛
紬
陶
器
生
産
の
変
質
」
『
史
林
』
第
七
七
巻
第
六
号

高
橋
照
彦
　
一
九
九
五
「
平
安
期
緑
粕
陶
器
生
産
の
展
開
と
終
焉
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

　
生
口
』
第
⊥
ハ
○
集

高
橋
照
彦
　
一
九
九
七
a
「
「
姿
器
」
「
茶
椀
」
「
葉
椀
」
「
様
器
」
考
文
献
に
み
え
る
平
安
時
代
の
食
器

　
名
を
巡
っ
て
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
七
一
集

高
橋
照
彦
　
一
九
九
七
b
「
出
土
文
物
か
ら
み
た
平
安
時
代
の
儀
礼
の
場
と
そ
の
変
化
」
『
国
立
歴
史

　
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
七
四
集

田

熊
清
彦
　
一
九
八
七
『
下
野
国
府
跡
資
料
集
皿
（
施
紬
陶
器
）
』
栃
木
県
教
育
委
員
会
・
働
栃
木

　
県
文
化
振
興
事
業
団

田
熊
清
彦
　
一
九
八
八
『
栃
木
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
下
野
国
府
跡
測
土
器
類
調
査
報
告
』
働

　
栃
木
県
文
化
振
興
事
業
団

巽
淳
一
郎
一
九
八
三
「
古
代
窯
業
生
産
の
展
開
－
西
日
本
を
中
心
に
し
て
ー
」
『
文
化
財
論
叢
』
同

　

朋
舎
出
版

巽
淳
一
郎
　
一
九
八
五
『
日
本
の
美
術
』
第
二
三
五
号
陶
磁
（
原
始
・
古
代
編
）
至
文
堂

巽
淳
一
郎
　
一
九
九
〇
「
緑
粕
陶
器
の
研
究
状
況
と
課
題
」
『
第
9
回
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
展
「
緑
紬

　
陶
器
の
流
れ
」
』
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
斎
宮
歴
史
博
物
館

巽
淳
一
郎
一
九
九
四
「
施
紬
陶
器
研
究
の
現
状
と
課
題
」
『
古
代
の
土
器
研
究
会
第
3
回
シ
ン
ポ

　

ジ
ウ
ム
古
代
の
土
器
研
究
律
令
的
土
器
様
式
の
西
東
3
』
古
代
の
土
器
研
究
会

巽
淳
一
郎
一
九
九
八
「
都
城
に
お
け
る
鉛
粕
陶
器
の
変
遷
」
『
日
本
の
三
彩
と
緑
紬
天
平
に
咲
い

　

た
華
ー
』
五
島
美
術
館

田
中
広
明
　
一
九
九
五
「
関
東
地
方
の
施
粕
陶
器
の
流
通
と
古
代
の
社
会
」
『
研
究
紀
要
』
第
＝
号

　
財
団
法
人
埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

田
中
琢
　
一
九
六
七
「
畿
内
」
『
日
本
の
考
古
学
W
歴
史
時
代
（
上
）
』
河
出
書
房
新
社

田
中
琢
　
一
九
七
四
「
鉛
紬
陶
の
生
産
と
官
営
工
房
」
『
日
本
の
三
彩
と
緑
紬
』
五
島
美
術
館

田
中
琢
　
一
九
七
九
「
三
彩
・
緑
紬
」
『
世
界
陶
磁
全
集
2
日
本
古
代
』
小
学
館

田
中
琢
　
一
九
八
四
「
古
代
窯
業
の
展
開
」
『
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会
史
第
四
巻
窯
業
』
日
本
評

　
論
社

玉

田
芳
英
　
一
九
九
五
「
長
屋
王
家
の
土
器
」
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
5
4
冊
平
城
京
左

　
京
二
条
二
坊
・
三
坊
発
掘
調
査
報
告
ー
長
屋
王
邸
・
藤
原
麻
呂
邸
の
調
査
ー
』
奈
良
国
立
文
化
財

　
研
究
所

中
村
平
次
郎
　
一
九
一
五
「
姿
器
に
就
て
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
巻
第
＝
号

楢
崎
彰
一
　
一
九
六
六
『
陶
器
全
集
3
1
猿
投
窯
』
平
凡
社

楢
崎
彰
一
　
一
九
六
七
a
「
彩
紬
陶
器
製
作
技
法
の
伝
播
」
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
X
L

　
I
V

楢
崎
彰
一
ほ
か
　
一
九
六
七
b
「
東
海
」
『
日
本
の
考
古
学
W
歴
史
時
代
（
上
）
』
河
出
書
房
新
社

楢
崎
彰
一
　
一
九
七
一
「
日
本
に
お
け
る
彩
粕
陶
器
の
性
格
」
『
陶
説
』
二
一
九

楢
崎
彰
一

楢
崎
彰
一

楢
崎
彰
一

楢
崎
彰
一

楢
崎
彰
一

楢
崎
彰
一

　
小
学
館

楢
崎
彰
一

一
九

七
三
『
陶
磁
大
系
5
三
彩
・
緑
粕
・
灰
紬
』
平
凡
社

一
九

七
四

「
日
本
の
三
彩
と
緑
紬
」
『
日
本
の
三
彩
と
緑
粕
』
五
島
美
術
館

一
九
七

六

a
『
日
本
の
陶
磁
古
代
中
世
編
2
三
彩
・
緑
紬
・
灰
紬
』
中
央
公
論
社

一
九
七
六
b
『
日
本
陶
磁
全
集
6
白
姿
』
中
央
公
論
社

一
九
七
七
『
日
本
陶
磁
全
集
7
三
彩
・
緑
粕
』
中
央
公
論
社

一
九
七
九
a
「
日
本
古
代
の
土
器
・
陶
器
」
『
世
界
陶
磁
全
集
　
第
2
巻
　
日
本
古
代
』

一
九
七
九
b
「
平
安
時
代
の
施
紬
陶
ー
青
姿
と
白
姿
　
」
『
世
界
陶
磁
全
集
第
2
巻
日
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本
古
代
』
小
学
館

楢
崎
彰
一
　
一
九
九
〇
「
古
代
日
本
に
お
け
る
施
紬
陶
器
の
生
成
過
程
」
『
刈
1
到
東
垣
7
1
曽
叫
含
司

　
酔
壁

豆

且

刈
韓
國
磁
器
登
生
叫
關
琶
諸
問
題
』
韓
國
考
古
美
術
研
究
所

楢
崎
彰
］
　
一
九
九
八
「
日
本
に
お
け
る
施
紬
陶
器
の
成
立
と
展
開
」
『
日
本
の
三
彩
と
緑
紬
－
天
平

　

に
咲
い
た
華
ー
』
五
島
美
術
館

橋
本
義
則
　
一
九
九
七
「
史
料
か
ら
見
た
嵯
峨
院
と
大
覚
寺
嵯
峨
院
の
成
立
か
ら
大
覚
寺
の
再
興
ま

　

で
」
『
史
跡
大
覚
寺
御
所
跡
発
掘
調
査
報
告
大
沢
池
北
岸
域
復
元
整
備
事
業
に
伴
う
調
査
』
旧
嵯

　
峨
御
所
大
覚
寺

春
名
宏
明
　
一
九
九
一
「
平
安
期
太
上
天
皇
の
公
と
私
」
『
史
学
雑
誌
』
第
一
〇
〇
編
第
三
号

坂
野
和
信
　
一
九
七
九
「
日
本
古
代
施
軸
陶
器
の
再
検
討
〔
1
〕
ー
初
期
の
鉛
紬
陶
・
灰
紬
陶
ー
」

　
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
五
巻
第
二
号

樋
畑
雪
湖
　
一
九
九
六
「
延
喜
の
姿
器
に
就
て
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
巻
第
八
号

平
尾
政
幸
ほ
か
　
一
九
九
〇
『
平
安
京
右
京
三
条
三
坊
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
調
査
報
告
第
1
0

　
冊
』
働
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

平
尾
政
幸
　
一
九
九
〇
a
「
平
安
時
代
前
期
の
土
器
」
『
平
安
京
右
京
三
条
三
坊
京
都
市
埋
蔵
文
化

　
財
研
究
所
調
査
報
告
第
1
0
冊
』
働
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

平
尾
政
幸
　
一
九
九
〇
b
「
平
安
京
の
緑
紬
陶
器
」
『
第
9
回
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
展
「
緑
紬
陶
器
の

　
流

れ
」
』
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
斎
宮
歴
史
博
物
館

平
尾
政
幸
　
一
九
九
三
「
平
安
京
右
京
三
条
三
坊
」
『
昭
和
6
3
年
度
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』

　
働
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

平
尾
政
幸
　
一
九
九
四
a
「
緑
紬
陶
器
・
灰
紬
陶
器
・
白
色
土
器
」
『
平
安
京
提
要
』
角
川
書
店

平
尾
政
幸
　
一
九
九
四
b
「
緑
粕
陶
器
の
変
質
と
波
及
」
『
古
代
の
土
器
研
究
会
第
3
回
シ
ン
ポ
ジ

　

ウ
ム
古
代
の
土
器
研
究
律
令
的
土
器
様
式
の
西
東
3
』
古
代
の
土
器
研
究
会

藤
岡
了
一
　
一
九
五
七
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
施
粕
陶
」
『
世
界
陶
磁
全
集
第
2
巻
』
河
出
圭
旦
房
新

　
社

星
野
達
雄
　
一
九
七
七
「
弘
仁
姿
器
」
と
尾
張
姿
器
に
つ
い
て
の
覚
書
」
『
法
政
考
古
学
』
第
一
集

前
川
要
　
一
九
八
七
「
平
安
時
代
に
お
け
る
東
海
系
緑
粕
陶
器
の
使
用
形
態
に
つ
い
て
」
『
中
近
世
土

　
器
の
基
礎
研

究
』
m

前
川
要
　
一
九
八
九
「
平
安
時
代
に
お
け
る
施
粕
陶
磁
器
の
様
式
論
的
研
究
（
下
）
」
『
古
代
文
化
』

　
第
四
一
巻
第
一
〇
号

三
宅
米
吉
　
］
九
二
二
「
陶
器
概
説
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
三
巻
第
＝
号

目
崎
徳
衛
　
一
九
六
九
「
政
治
史
上
の
嵯
峨
上
皇
」
『
日
本
歴
史
』
第
二
四
八
号

本

中
眞
ほ
か
　
一
九
九
七
『
史
跡
大
覚
寺
御
所
跡
発
掘
調
査
報
告
　
大
沢
池
北
岸
域
復
元
整
備
事
業

　

に
伴
う
調
査
』
旧
嵯
峨
御
所
大
覚
寺

山
下
峰
司
　
一
九
九
一
「
〈
弘
仁
姿
器
〉
と
国
衙
工
房
」
『
瀬
戸
市
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究
紀
要
』
X

吉
川
義
彦
ほ
か
　
一
九
九
七
『
淳
和
院
跡
発
掘
調
査
報
告
平
安
京
右
京
四
条
二
坊
』
関
西
文
化
財
調

査
会

（京
都
国
立
博
物
館
学
芸
課
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇

〇
年
七
月
二
九
日
受
理
、
二
〇
〇
一
年
六
月
二
二
日
審
査
終
了
）
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Green・Glazed　Ceramics：Production，　Distribution　an《l　Consumption　in　the　Heian

Period：Centering　Production　of　the　Owari　District

ONo　Yoshihiro

Studies　on　green－glazed　ceramics　of　domestic　production　in　the　Heian　period　so　far　differ　greatly　from　one

scholar　to　another　in　historical　evaluation　of　antiquities　and　interpretation　of　documents．　However，　it　seems

that　scholars　somehow　vaguely　believe　that　the　historical　sites　which　produce　green－glazed　ceramics　were

of“public　character”like　a　government　office　or　its　equivalents．

　　　The　thorough　investigation　of　each　case，　however，　tells　us　the　following　facts；in　provinces，　not　a　few

green－glazed　ceramics　were　found　around　the　governmental　area　such　as　a　provincial　governor’s　office，　but

as　a　whole，　they　were　not　necessarily　found　from　the　centers　of　government　of丘ces．　Especially　in　the　Heian

capital　region　and　surrounding　areas，　a　lot　of　green－glazed　ceramics　were　fo皿d　the　ancient　sites　of　the　ex－

emperors’residences　such　as　Reizei－in，　Saga－in　and　Junna－in．　These　places　did　not　belong　to“the

government”in　the　strict　sense　of　the　word，　or　rather　they　are　considered　to　have　been　private　residences．

It　is　quite　reasonable　to　consider　that　the　green－glazed　ceramics　used　there　were　private　luxurious　articles、

　　　As　for　the　historical　documents，　the　clause　of　the　sixth　year　of　Konin　in　A励o〃一κoゐゴis　considered　to

have　shown　the　appointment　of　government　officers　as　green－glazed　ceramic　workers，　and　the　clause　of

annual　household　and　miscellaneous　items　in　E㎎‘∫力弼refers　the　rules　of　offering　tributes　of　green－glazed

ceramics．　These　documents　themselves　nevertheless　do　not　attest　direct　management　of　the　ceramic

production　by　the　government．

　　　Taking　above　consideration　into　account　and　re・investigating　the　andquities，　the　author　of　this　paper

gives　special　attention　to　the　fact　that　an　ancient　kiln　site　in　the　Owari　district　produced　kiln　articles

related　to　the　production　of　green－glazed　ceramics　on　which　the　name　of“Junna－in”was　written．　The

existence　of　these　articles　indicates　that　there　were　some　green－glazed　ceramics　which　were　aimed　from

the　beginning　of　the　production　to　be　supplied　to　Junna－in　which　was　involved　in　private　economic

activities．　It　also　indicates　the　possibility　of　production　of　these　ceramics　in　workshops　other　than

governmental　ateliers，　and　these　workshops　may　well　have　operated　by　a　private　economic　body　such　as

Junna－in．
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